
報告第１号  

令和７年度那須町一般会計繰越明許費繰越計算書について  

 令和７年度那須町一般会計繰越明許費繰越計算書を地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定により、別紙のと

おり報告する。  

  令和８年６月１日提出  

那須町長 平 山 幸 宏



（単位：円）

国（県）支出金 地　方　債 そ　の　他

２ １

総務費 総務管理費

３

４

情報管理費

５

選挙費

３ １

民生費 社会福祉費

２

児童福祉費

1,576,000
那須町長選挙運動公営負
担金

1,926,000 1,576,000

7,007,000 4,587,000

東陽小学校放課後児童ク
ラブ天井等改修工事

5,599,000 3,291,000 3,200,000 91,000

3,544,000

物価高対応子育て応援手
当支給事業

46,500,000 1,540,000 1,540,000 0

4,587,000

ゆめプラザ・那須LPガス貯
蔵設備交換工事

5,544,000 3,544,000

ゆめプラザ・那須ガス空調
修繕

光ファイバ設備譲渡移行業
務

19,773,000 19,773,000 19,773,000

戸籍住民基本
台帳費

コンビニ証明発行システム
改修業務（附票旧氏記載
機能）

1,078,000 1,078,000 1,078,000 0

戸籍附票システム改修業
務（附票旧氏記載機能）

1,848,000 1,848,000 1,848,000 0

33,000芦野支所照明改修工事 6,633,000 6,633,000 6,600,000

未　　収　　入　　特　　定　　財　　源
一 般 財 源

令和 ７年度 那須町一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事　　 業　　 名 金　　　額
翌   年   度
繰   越   額

左　　　　　　の　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳

既　収　入
特 定 財 源
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（単位：円）

国（県）支出金 地　方　債 そ　の　他

未　　収　　入　　特　　定　　財　　源
一 般 財 源

款 項 事　　 業　　 名 金　　　額
翌   年   度
繰   越   額

左　　　　　　の　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳

既　収　入
特 定 財 源

４ １

衛生費 保健衛生費

６ １

農林水産業費 農業費

７ １

商工費 商工費

８ １

土木費 土木管理費

0

地域応援商品券事業 242,500,000 235,380,000 223,200,000 12,180,000

0

地域農業構造転換支援事
業

4,581,000 4,581,000 4,581,000

担い手確保経営強化支援
事業

26,079,000 26,079,000 26,079,000

放射能対策事業 338,764,000 169,541,000 169,541,000 0

143,854,000

24,770,000

那須高原友愛の森整備事
業

202,398,000 143,854,000

東山道伊王野ポーチ・テラ
ス工事

25,300,000 24,770,000

恋人の聖地市町村広域連
携事業

86,000,000 86,000,000 43,000,000

急傾斜地崩壊対策事業
（大和須地内負担金）

1,000,000 637,000 600,000 37,000

大規模建築物耐震化促進
事業

142,031,000 142,013,000 123,796,000

43,000,000

18,217,000
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（単位：円）

国（県）支出金 地　方　債 そ　の　他

未　　収　　入　　特　　定　　財　　源
一 般 財 源

款 項 事　　 業　　 名 金　　　額
翌   年   度
繰   越   額

左　　　　　　の　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳

既　収　入
特 定 財 源

８ ２

土木費 道路橋りょう費

３

河川費

５

住宅費

９ １

消防費 消防費

10 ２

教育費 小学校費

３

中学校費

12,000河川整備事業（不沢川） 3,212,000 3,212,000 3,200,000

橋りょう維持補修事業（喰木
原６号線）

16,533,000 12,033,000 1,100,000 800,000 10,133,000

250,000
木造住宅耐震対策助成事
業

1,000,000 1,000,000 750,000

デジタルを活用した二地域
居住・関係人口の「地域の
担い手」促進事業

5,700,000 5,700,000 2,850,000

高久地区地域優良賃貸住
宅整備事業

21,677,000 21,677,000

道路改良事業（丸山・松子
線）

6,494,000 6,494,000 6,494,000

避難所用資機材購入 6,864,000 6,864,000 3,431,000 3,433,000

小学校特別教室エアコン
設置工事設計業務

3,935,000 3,935,000 3,900,000

中学校特別教室エアコン
設置工事設計業務

1,852,000 1,852,000 1,800,000

2,850,000

35,000

21,677,000

52,000

0
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（単位：円）

国（県）支出金 地　方　債 そ　の　他

未　　収　　入　　特　　定　　財　　源
一 般 財 源

款 項 事　　 業　　 名 金　　　額
翌   年   度
繰   越   額

左　　　　　　の　　　　　　財　　　　　　源　　　　　　内　　　　　　訳

既　収　入
特 定 財 源

10 ４

教育費 社会教育費

５

保健体育費

1,324,129,000 1,018,793,000 0 624,471,000 74,300,000 0 320,022,000繰　　　越　　　明　　　許　　　費　　　合　　　計

1,210,000図書館防火扉修繕工事 1,210,000 1,210,000

図書館空調機更新工事 35,420,000 23,720,000

2,500,000 17,000

1,900,000

23,720,000

69,000

高原公民館施設照明更新
工事

3,817,000 2,517,000

高原公民館出入口階段改
修工事

1,969,000 1,969,000

85,000
スポーツセンター施設照明
改修工事

49,800,00049,885,000 49,885,000
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報告第２号 

令和７年度那須町水道事業会計予算繰越計算書について  

 令和７年度那須町水道事業会計予算繰越計算書について、地方公営企

業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、別紙

のとおり報告する。  

  令和８年６月１日提出  

那須町長 平 山 幸 宏 



国庫補助金 企業債
損 益 勘 定
留 保 資 金

円 円 円 円 円 円 円 円

1 資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費 老 朽 管 更 新 事 業 55,000,000 0 55,000,000 15,996,000 39,000,000 4,000 0 0

55,000,000 0 55,000,000 15,996,000 39,000,000 4,000 0 0

国庫補助金の交付決
定が年度末にあり、
年度内の完了が困難
であるため

令和7年度那須町水道事業会計予算繰越計算書

款 項

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額

説 明

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

事業名 予算計上額
支 払 義 務
発 生 額

翌年度繰越
額

合計



報告第３号 

令和７年度那須町下水道事業会計予算繰越計算書について  

 令和７年度那須町下水道事業会計予算繰越計算書について、地方公営

企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定により、別

紙のとおり報告する。  

  令和８年６月１日提出  

那須町長 平 山 幸 宏 



国庫補助金 企業債
損 益 勘 定
留 保 資 金

円 円 円 円 円 円 円 円

1 資 本 的 支 出 1 建 設 改 良 費
湯本処理区委託料（耐
震化・長寿命化工事）

75,100,000 16,570,000 58,530,000 0 0 58,530,000 0 0
国庫補助金の交付決定が年
度末にあり、年度内の完了
が困難であるため

資源化工場流域下水汚
泥 処 理 事 業 負 担 金

1,695,000 69,000 319,000 0 0 319,000 1,307,000 0
栃木県が実施する資源化工
場建設事業が繰越となった
ため

76,795,000 16,639,000 58,849,000 0 0 58,849,000 1,307,000 0

令和７年度那須町下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款 項 事業名 予算計上額
支 払 義 務
発 生 額

翌年度繰越額

左の財源内訳

不用額

翌年度繰越額
に係る繰越を
要するたな卸
資産の購入限
度額

説 明

合計



報告第４号 

那須未来株式会社の経営状況の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定

により、那須町が２分の１以上を出資している那須未来株式会社の経営

状況について別紙のとおり報告する。 

  令和８年６月１日提出 

那須町長 平 山 幸 宏 





令和７年度（第１９期） 

経営状況報告書 

令和８年５月 

那須未来株式会社 



報告事項 第１９期事業報告書の内容報告の件 

 

事業報告書 

自 令和 ７年４月 １日 

至 令和 ８年３月３１日 

 

事業報告（概要） 

 令和７年度につきましては、行政の補完機関として、道の駅那須高原友愛の森の管理運営

業務、湯本公衆トイレ清掃業務受託をはじめ、各種受託業務及び黒田原駅前店舗活用事業な

どの地域活性化事業を着実に遂行してまいりました。 

令和７年度の観光庁の最新統計によると、国内旅行消費額は、年間では過去最高水準に達

したと報じられており、量より質を重視する「高付加価値旅行」や、地方での体験型・長期

滞在へのニーズがさらに強まり、スタイルの多様化が目立つ傾向になっています。 

また、テレビ番組や SNSで話題になったスポットへの集中が特に顕著で、メディア露出が

観光需要に与える影響は大きく、知名度の低い地域でも SNS活用を工夫することで、観光振

興や地域経済活性化に結びついていると報告されています。 

その中で、当社の事業全体の今期の業績は、「那須ロイヤル高原マルシェ」や「なすとら

ん」の新装オープンにより、友愛の森全体の入り込み、売り上げを押し上げる形になり、最

終的には昨年に引き続き黒字決算となりました。 

特に、「那須ロイヤル高原マルシェ」については、新店舗による売り場面積の増加に伴い、

商品陳列やお土産の品揃えが改善されたことにより、購買意欲も高まりコロナ前の業績を大

幅に上回り、過去最高の売り上げとなりました。 

「なすとらん」につきましても、令和７年５月の新装オープンにより、入り込み、売り上

げともにコロナ前の水準を上回り、過去最高の利益を達成することができました。 

「工芸館」につきましては、マルシェ及びなすとらんのオープンに伴い、お客の導線が変

わるなど相乗効果によりお客が増加し、また、クレジット決済を導入した事により売り上げ

が伸びました。 

 「黒田原駅前みんなの店」につきましては、地域の方々の交流拠点の場として定着し、野

菜等の品揃えや受託品の販売が好調に推移した結果、来店客数が増加し過去最高の売り上げ

を達成することができました。 

 「観光案内所」におきましては、観光客の多様なニーズに応じた観光情報の提供を行って

きましたが、大型レジャー施設の冬期間休業に伴い、前売券チケット販売の減少や高速バス

の運休により、チケット受託販売の取扱量が落ち込み売上が減少となりました。 

  

1



 

１．事業関係 

 （１）那須特産品等販売関係 

   ① 那須ロイヤル高原マルシェ 

・消費者に安全安心な地元の農産物の提供 

・農産物の付加価値化や商品の品揃えを図る 

・店頭での那須ブランド品及び那須特産品の販売及びＰＲ 

    ・ふるさと納税寄付お礼品における特産品のＰＲ 

   ② 黒田原駅前みんなの店 

    ・那須九尾まつり（９月２８日） 

    ・１６周年記念イベントの開催 （１０月１７日） 

 （２）イベント関係 

    ・マルシェオープン 1周年感謝祭（７月３日） 

    ・新米まつり（９月２２日） 

・友愛の森感謝祭 （１０月２４日） 
・大洗あんこう祭 （１１月１６日） 

２．地域活性化事業 

   ① 観光交流センター 

    ・観光案内業務 

    ・観光周遊バスチケット及びレジャー施設前売券等の販売 

    ・道の駅オリジナルグッズ等の販売 

   ② 那須の食レストラン「なすとらん」 

・５月２１日新装オープン 

・「那須の内弁当（なすべん）」を３月から新メニューで提供 

・那須地域の食材のＰＲ、消費拡大及び食と文化の発信 

   ③ 工芸館 

・「工芸館」の運営及び那須の工芸品の需要拡大を那須町工芸振興会と連携 

３．町業務受託等 

 （１）那須高原友愛の森管理運営業務 

 （２）湯本地区公衆トイレ清掃管理業務 

 （３）黒田原駅前店舗活用業務 

４．その他の業務 

  ・那須町と友好都市（大洗町、会津美里町、葉山町、下田市）との連携 

・自動販売機での販売業務 
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収入の部 （単位：円）

区分 内容 R7年度予算額 決算額 達成率 備　　　考

Ⅰ事業収入 623,051,000 767,091,832 123.1%

特産品等販売 ―

ふれあいの郷直売所 ―

那須ロイヤル高原マルシェ 509,206,000 621,994,057 122.1% 那須ロイヤル高原マルシェ売上、受託販売手数料

なすとらん 85,000,000 111,507,000 131.2% なすとらん売上

工芸館 6,825,000 8,188,141 120.0% 工芸館販売手数料

チケット等販売 2,020,000 1,921,813 95.1% 前売券販売手数料等

黒田原駅前みんなの店 20,000,000 23,480,821 117.4% 黒田原駅前みんなの店売上

Ⅱ町業務受託等 50,750,000 50,760,520 100.0%

友愛の森管理運営業務 41,000,000 41,000,000 100.0%

湯本公衆トイレ清掃管理業務 5,423,000 5,423,000 100.0%

クリーンステーション那須
管理運営業務

―

黒田原駅前店舗活用事業 4,307,000 4,307,820 100.0% 黒田原駅前みんなの店運営費用

ふるさと納税自販機管理業務 20,000 29,700 148.5%

電気自動車充電手数料 ―

Ⅲその他 3,200,000 3,925,672 122.7%

自動販売機手数料 3,000,000 3,074,294 102.5% コカコーラ、ヤクルト、ホシノ産業、関谷商事・伊藤園・ダイドードリンコ

その他 200,000 851,378 425.7% 受取手数料,貸倒償却戻入益等

収入合計 677,001,000 821,778,024 121.4%

支出の部 （単位：円）

区分 内容 R7年度予算額 決算額 執行率 備　　　　考

売上原価等 380,240,000 469,416,291 123.5%

特産品等販売 ― ―

ふれあいの郷直売所 ― ―

那須ロイヤル高原マルシェ 311,430,000 380,116,920 122.1% 那須ロイヤル高原マルシェ仕入　期首棚卸高2,288,387　期末棚卸高3,981,200

なすとらん 35,700,000 51,794,158 145.1% なすとらん仕入　期首棚卸高627,183　期末棚卸高1,376,324

チケット等販売 500,000 414,724 82.9% 案内所販売物仕入　期首棚卸高166,923　期末棚卸高131,299

黒田原駅前みんなの店 15,000,000 17,285,176 115.2% 黒田原駅前みんなの店仕入　期首棚卸高70,437　期末棚卸高59,336

外注費 17,610,000 19,805,313 112.5% 友愛の森施設維持管理等

販売･管理費 263,490,000 295,077,390 112.0%

給料・パート賃金・手当 132,336,000 141,925,352 107.2% 役員報酬、社員（8名）・嘱託　臨時社員（5名）・パート給与、賞与

旅費交通費 5,612,000 4,792,124 85.4% 通勤費・マイカー使用料・出張旅費等

広告宣伝費 3,865,000 5,655,497 146.3%

荷造運賃 1,500,000 2,090,899 139.4% 宅配便運賃

支払手数料 15,383,000 19,525,544 126.9% 銀行手数料、POSレジ保守料、クレジット決済手数料等

研究開発費 110,000 35,101 31.9%

印刷製本費 353,000 193,930 54.9% 帳票印刷等

法定福利費 13,419,000 16,169,644 120.5% 社会保険料、労働保険料

福利厚生費 3,102,000 3,151,312 101.6% 健康診断・作業服、検便費用、中退共掛金等

減価償却費 6,540,000 8,715,107 133.3%

賃借料 560,000 500,064 89.3% POSレジ再リース、冷蔵庫等リース料

地代家賃 15,151,000 15,798,993 104.3% 各店舗家賃町支払分

修繕費 450,000 263,417 58.5%

通信費 1,323,000 1,217,431 92.0%

水道光熱費 23,926,000 23,022,927 96.2% 電気代・水道料金・ガス代・灯油代

租税公課 18,000,000 20,379,621 113.2% 印紙代・消費税等

寄付金 50,000 40,000 80.0% 那須高校育伸会、芦野聖天花火大会

交際費 300,000 745,051 248.4%

保険料 1,025,000 1,248,331 121.8% 社有車任意保険、、火災共済、傷害共済等

消耗品費 16,082,000 24,650,163 153.3%

管理諸費 3,365,000 3,360,588 99.9% 税理士報酬、会計ｼｽﾃﾑ使用料、労務管理費

会議費 50,000 36,629 73.3% お茶代

諸会費 257,000 243,000 94.6% 商工会、観光協会、法人会、労働基準協会等

　　　　 新聞図書費 56,000 57,400 102.5% 新聞代・講習会テキスト代等

車輌燃料費 550,000 829,004 150.7% 社有車ガソリン、作業車両燃料代

貸倒償却 290,000

雑費 125,000 140,261 112.2% ＵＳＥＮ・ＮＨＫ受信料等

その他 13,000,000 18,978,534 146.0%

法人住民事業税 13,000,000 18,973,509 146.0%

雑損失 5,025

支出合計 656,730,000 783,472,215 119.3%

収支差引き 20,271,000 38,305,809

令和7年度決算書
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（単位：円）

収入名 予算額 決算額 売上原価 管理費　 計

自主 那須ロイヤル高原マルシェ 509,206,000 621,994,577 380,116,920 126,507,427 506,624,347 115,370,230

自主 なすとらん　 85,000,000 111,507,000 51,794,158 58,920,942 110,715,100 791,900

自主 工芸館 6,825,000 8,188,141 0 8,753,234 8,753,234 ▲ 565,093

自主 チケット等販売 2,020,000 1,921,813 414,724 1,507,089 1,921,813 0

自主 黒田原駅前みんなの店 20,000,000 23,480,821 17,285,176 11,756,982 29,042,158 ▲ 5,561,337

受託 友愛の森管理運営業務 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 0

受託 湯本公衆トイレ清掃管理 5,423,000 5,423,000 5,423,000 5,423,000 0

受託 黒田原駅前店舗活用事業 4,307,000 4,307,820 4,307,820 4,307,820 0

受託 ふるさと納税自販機管理業務 20,000 29,700 29,700 29,700 0

自主 自動販売機手数料 3,000,000 3,074,294 3,074,294 3,074,294 0

自主 その他 200,000 851,378 851,378 851,378 0

本社管理費　※２ 71,729,891 71,729,891 ▲ 71,729,891

677,001,000 821,778,544 449,610,978 333,861,757 783,472,735 38,305,809

※１ 管理費には、その事業の人件費、法定福利費（社会保険料・労働保険料）等を含む

※２ 本社管理費は、人件費、法定福利費（社会保険料・労働保険料）、消費税、法人税等

Ⅱ
町
業
務
受
託
等

Ⅲ
そ
の
他

令和７年度　那須未来株式会社決算概要書

No
収入事項 支出事項

収支差引
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令和８年度事業計画 

１ はじめに 

国土交通省は、道の駅が進化する中で「第 3 ステージ」を迎え、各「道の駅」に

おける自由な発想と地元の熱意の下で、観光や防災など更なる地方創生に向けた取

り組みを、官民の力を合わせて加速すること。更に、「道の駅」同士や民間企業、道

路関係団体等との繋がりを面的に広げることによって、元気に稼ぐ地域経営の拠点

として力を高めるとともに、新たな魅力を持つ地域づくりに貢献することを進めて

います。 

当道の駅においては、公益性を維持しつつブランド価値を高め、魅力的な商品や

サービスを提供し、付加価値を高めることにより、利益の向上を図りながら地域創

生の核となるよう、関係団体と連携し地域連携に取り組んでまいります。 

また、道の駅の魅力を伝えるため、ホームページはもとより、フリーペーパーの

活用や Facebook、YouTube など SNS を活用し、季節ごとの旬の商品情報やイベント

情報を発信し、地域の魅力を伝え、観光振興に貢献してまいります。 

道の駅再整備においては、那須ロイヤル高原マルシェ及び那須の食レストランな 

すとらんが新装オープンし、今年度から外構工事が始まることから、町と連携し、

効率的なイベント広場の活用や快適に過ごせる屋内の休憩スペースの確保を図って

まいります。 

なお、成功している道の駅は、「偶然のヒット」ではなく、必ずと言っていいほど

「ここでしか買えない」魅力的なオリジナル商品を持っています。単なる物販拠点

ではなく、「地域ブランドの発信拠点」としての道の駅の役割が、近年ますます重要

になっていますので、道の駅ならではのオリジナル商品を開発し、付加価値を高め

てまいります。 

さらに、道の駅も休憩機能中心から、現在は地域の魅力を発信する観光拠点や地 

域連携の場としての機能が注目されています。単なる立ち寄り場所ではなく、地域 

経済の発展や雇用創出、地域の情報発信拠点としての役割も担っていることから、 

今後も町並びに経済４団体と連携を取りながら、地域住民から愛される道の駅を目 

指してまいります。 

２ 基本理念 

那須町の観光資源や特産品の情報発信及び販路の拡大を図るとともに、行政機能

の補完会社という観点から、地域活性化を図る事業の展開や協働のまちづくりの推

進と併せて、地域発展に貢献する企業を目指す。 
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 ３ 運営方針 

①コンプライアンスを遵守した運営を行う。 

②自立化及び経営の安定化を図るため、事業収入による自主財源の確保に努める。 

③那須町及び那須町経済四団体と連携し地域に根ざした協働のまちづくりを進める。 

④社員教育の実施及び人材育成を図り、ホスピタリティの向上を目指す。 

  ⑤那須高等学校育伸会と連携し、地域に根ざす人材育成に協力する。 

 

 ４ 事業計画 

  ア 継続事業関係 

   ・道の駅那須高原友愛の森再整備については、町が計画している整備スケジュー

ルに基づき連携を図る。 

  イ 那須ロイヤル高原マルシェの運営 

・集客の拠点であるマルシェにおいては、地元の新鮮な農畜産物や那須ブランド 

品などの特産品の販売を強化するため、積極的に新鮮さや安全性のＰＲを進め 

る。 

しかしながら、出荷者の高齢化や気候変動に伴い、野菜の出荷量の減少が予想 

されることから、その対策も必要と考えます。商品の減少は、道の駅としての 

魅力の低下につながることから、オリジナル商品の開発や出荷者に対して、省 

力化に対応した作物の栽培方法の情報提供等の支援を行う。 

ウ 那須の食レストラン「なすとらん」の運営 

・レストラン新館のオープンに伴い、新鮮な地元食材を生かした新メニューや団 

 体メニューの提供を行ってきました。今後も、お客の多様なニーズに合ったメ 

ニューの開発に取り組み、お客様に満足いただける食事の提供に努める。 

  エ 「工芸館」の運営 

・那須ロイヤル高原マルシェとなすとらんが新装オープンしたことに伴い、お客 

様の導線が変わり、入込、売上ともに増えたことから、今後は魅力ある商品の 

充実や売場のディスプレイの工夫を行う。 

・那須の工芸品の需要拡大や知名度の向上を図るため、那須町工芸振興会と連携 

し、情報の発信を行う。 

オ 地域活性化事業関係 

① 黒田原駅前みんなの店（黒田原駅前の活性化） 

    ・那須高等学校との連携をすることで、地域の活性化を目指す。 

   ②チケットの販売等 

    ・レジャー施設等前売り券の販売 

③イベントの開催・参加 

    ・イベント等を活用し、那須町の魅力発信と特産品の販売を行う。 
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  カ 町業務受託関係 

① 那須高原友愛の森の維持管理運営業務及び各種受託業務について、円滑な業務

と効率的な施設運営を行う。 

  キ その他の業務関係 

① 経済四団体連携事業の推進 

・経済四団体推進連絡協議会（那須ブランド）との連携 

・観光協会からの委託チケット等の販売 

② 那須町と友好都市（大洗町・会津美里町・葉山町・下田市）との連携 

・イベント交流や那須ロイヤル高原マルシェでの特産品の販売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13



収入の部 （単位：円）

区分 内容 R7年度予算額 R8年度予算額 比較増減 R7決算額 備　　　考

Ⅰ事業収入 623,051,000 785,300,000 162,249,000 767,091,832

那須ロイヤル高原マルシェ 509,206,000 635,780,000 126,574,000 621,994,057 那須ロイヤル高原マルシェ売上、受託販売手数料

なすとらん 85,000,000 116,000,000 31,000,000 111,507,000 なすとらん売上

工芸館 6,825,000 8,000,000 1,175,000 8,188,141 工芸館販売手数料

チケット等販売 2,020,000 2,020,000 0 1,921,813 観光案内所　前売券販売手数料等

黒田原駅前みんなの店 20,000,000 23,500,000 3,500,000 23,480,821 黒田原駅前みんなの店売上

Ⅱ町業務受託等 50,750,000 50,827,000 77,000 50,760,520

友愛の森管理運営業務 41,000,000 41,000,000 0 41,000,000

湯本公衆トイレ清掃管理業務 5,423,000 5,500,000 77,000 5,423,000

黒田原駅前店舗活用事業 4,307,000 4,307,000 0 4,307,820 黒田原駅前みんなの店運営費用

ふるさと納税自販機管理業務 20,000 20,000 0 29,700

Ⅲその他 3,200,000 3,200,000 0 3,925,672

自動販売機手数料 3,000,000 3,000,000 0 3,074,294 コカコーラ、ヤクルト、ホシノ産業、伊藤園、ダイドードリンコ

その他 200,000 200,000 0 851,378 受取手数料等

収入合計 677,001,000 839,327,000 162,326,000 821,778,024

支出の部 （単位：円）

区分 内容 R7年度予算額 R8年度予算額 比較増減 R7決算額 備　　　　考

売上原価等 380,240,000 488,225,000 107,495,000 469,416,291

那須ロイヤル高原マルシェ 311,430,000 398,000,000 86,570,000 380,116,920 那須ロイヤル高原マルシェ仕入

なすとらん 35,700,000 54,000,000 18,300,000 51,794,158 なすとらん仕入

チケット等販売 500,000 500,000 0 414,724 案内所販売物仕入

黒田原駅前みんなの店 15,000,000 17,625,000 2,625,000 17,285,176 黒田原駅前みんなの店仕入

外注費 17,610,000 18,100,000 490,000 19,805,313 友愛の森施設維持管理等

販売･管理費 263,490,000 311,902,000 48,412,000 295,077,390

給料・パート賃金・手当 132,336,000 155,500,000 23,164,000 141,925,352 役員報酬・社員（8名）・嘱託、臨時社員（4名）・パート給与、賞与

旅費交通費 5,612,000 5,550,000 -62,000 4,792,124 通勤費、マイカー使用料、出張旅費等

広告宣伝費 3,865,000 6,500,000 2,635,000 5,655,497

荷造運賃 1,500,000 2,000,000 500,000 2,090,899 宅配便運賃

支払手数料 15,383,000 20,160,000 4,777,000 19,525,544 銀行手数料、POSレジ保守料、クレジット決済手数料等

研究開発費 110,000 420,000 310,000 35,101

印刷製本費 353,000 360,000 7,000 193,930 帳票印刷等

法定福利費 13,419,000 15,700,000 2,281,000 16,169,644 社会保険料、労働保険料

福利厚生費 3,102,000 3,950,000 848,000 3,151,312 健康診断、作業服、検便費用、中退共掛金等

減価償却費 6,540,000 8,250,000 1,710,000 8,715,107

賃借料 560,000 560,000 0 500,064 POSレジ再リース、冷蔵庫等リース料

地代家賃 15,151,000 19,380,000 4,229,000 15,798,993 各店舗家賃町支払分

修繕費 450,000 550,000 100,000 263,417

通信費 1,323,000 1,320,000 -3,000 1,217,431

水道光熱費 23,926,000 25,600,000 1,674,000 23,022,927 電気代、水道料金、ガス代、灯油代

租税公課 18,000,000 21,100,000 3,100,000 20,379,621 印紙代、消費税等

寄付金 50,000 50,000 0 40,000 那須高校育伸会

交際費 300,000 800,000 500,000 745,051

保険料 1,025,000 1,040,000 15,000 1,248,331 社有車任意保険、、火災共済、傷害共済等

消耗品費 16,082,000 18,200,000 2,118,000 24,650,163

管理諸費 3,365,000 3,480,000 115,000 3,360,588 税理士報酬、会計ｼｽﾃﾑ使用料、労務管理費

会議費 50,000 50,000 0 36,629 お茶代

諸会費 257,000 250,000 -7,000 243,000 商工会、観光協会、法人会、労働基準協会等

　　　　 新聞図書費 56,000 60,000 4,000 57,400 新聞代、講習会テキスト代等

車輌燃料費 550,000 842,000 292,000 829,004 社有車ガソリン、作業車両燃料代

貸倒償却 0 ―　 290,000

雑費 125,000 230,000 105,000 140,261 ＵＳＥＮ、ＮＨＫ受信料等

その他 13,000,000 15,200,000 2,200,000 18,978,534

法人住民事業税 13,000,000 15,200,000 2,200,000 18,973,509

雑損失 5,025

支出合計 656,730,000 815,327,000 158,107,000 783,472,215

収支差引き 20,271,000 24,000,000 4,219,000 38,305,809

令和8年度予算書
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（単位：円）

収入名 本年度予算額 前年度予算額 売上原価 管理費　 計

自主 那須ロイヤル高原マルシェ 635,780,000 509,206,000 398,000,000 129,443,000 527,443,000 108,337,000

自主 なすとらん　 116,000,000 85,000,000 54,000,000 61,826,000 115,826,000 174,000

自主 工芸館 8,000,000 6,825,000 0 8,000,000 8,000,000 0

自主 チケット等販売 2,020,000 2,020,000 500,000 1,520,000 2,020,000 0

自主 黒田原駅前みんなの店 23,500,000 20,000,000 17,625,000 7,318,300 24,943,300 ▲ 1,443,300

受託 友愛の森管理運営業務 41,000,000 41,000,000 41,000,000 41,000,000 0

受託 湯本公衆トイレ清掃管理 5,500,000 5,423,000 5,500,000 5,500,000 0

受託 黒田原駅前店舗活用事業 4,307,000 4,307,000 4,307,000 4,307,000 0

受託 ふるさと納税自販機管理業務 20,000 20,000 20,000 20,000 0

自主 自動販売機手数料 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 0

自主 その他 200,000 200,000 200,000 200,000 0

本社管理費　※１ 83,067,700 83,067,700 ▲ 83,067,700

839,327,000 677,001,000 470,125,000 345,202,000 815,327,000 24,000,000

※１ 本社管理費は、人件費、法定福利費（社会保険料・労働保険料）、消費税、法人税等

Ⅱ
町
業
務
受
託
等

Ⅲ
そ
の
他

令和８年度　那須未来株式会社予算概要書

No
収入事項 支出事項

収支差引

Ⅰ
事
業
収
入
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報告第５号 

一般財団法人那須町農業公社の経営状況の報告について 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定

により、那須町が２分の１以上を出資している一般財団法人那須町農業

公社の経営状況について別紙のとおり報告する。 

  令和８年６月１日提出 

那須町長 平 山 幸 宏 









































議案第１号  

 

 

那須町税条例の一部を改正する条例の専決処分について  

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し承認を求める。  

 

 

令和８年６月１日提出  

 

 

那須町長  平 山 幸 宏  



専 決 処 分 書  

那須町税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条

第１項の規定により、次のとおり専決処分をする。  

令和８年３月３１日  

那須町長 平 山 幸 宏 



1 

那須町税条例の一部を改正する条例 

那須町税条例(昭和29年条例第31号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

那須町税条例 那須町税条例 

昭和29年11月3日 昭和29年11月3日 

条例第31号 条例第31号 

目次 目次 

第1章 総則 第1章 総則 

第1節 通則(第1条―第6条) 第1節 通則(第1条―第6条) 

第2節 賦課徴収(第7条―第22条) 第2節 賦課徴収(第7条―第22条) 

第2章 普通税 第2章 普通税 

第1節 町民税(第23条―第53条の12) 第1節 町民税(第23条―第53条の12) 

第2節 固定資産税(第54条―第79条) 第2節 固定資産税(第54条―第79条) 

第3節 軽自動車税(第80条―第91条) 第3節 軽自動車税(第80条―第91条) 

第4節 町たばこ税(第92条―第102条) 第4節 町たばこ税(第92条―第102条) 

第5節 鉱産税(第103条―第130条) 第5節 鉱産税(第103条―第130条) 

第6節 特別土地保有税(第131条―第14

0条の7) 

第6節 特別土地保有税(第131条―第14

0条の7) 

第3章 目的税 第3章 目的税 

第1節 入湯税(第141条―第151条) 第1節 入湯税(第141条―第151条) 

附則 附則 

第1章 総則 第1章 総則 

第1節 通則 第1節 通則 

第1条～第6条 （略） 第1条～第6条 （略） 

第2節 賦課徴収 第2節 賦課徴収 

第7条～第18条の2 （略） 第7条～第18条の2 （略） 

(納税証明事項) (納税証明事項) 

第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総

理府令第23号。以下「施行規則」という。)

第1条の9第2号に規定する事項は、道路運

送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第

第18条の3 地方税法施行規則(昭和29年総

理府令第23号。以下「施行規則」という。)

第1条の9第2号に規定する事項は、道路運

送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第
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1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪

の小型自動車について天災その他やむを

得ない事由により軽自動車税を滞納して

いる場合においてその旨とする。 

1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪

の小型自動車について天災その他やむを

得ない事由により種別割    を滞納して

いる場合においてその旨とする。 

(納税証明書の交付手数料) (納税証明書の交付手数料) 

第18条の4 （略） 第18条の4 （略） 

(納期限後に納付し又は納入する税金又は

納入金に係る延滞金) 

(納期限後に納付し又は納入する税金又は

納入金に係る延滞金) 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第4

0条、第46条、第46条の2若しくは第46条の

5(第53条の7の2において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。)、第47

条の4第1項(47条の5第3項において準用す

る場合を含む。以下この条において同

じ。)、第48条第1項(法第321条の8第34項

及び第35項の申告書に係る部分を除く。)、

第53条の7、第67条                、第8

3条第2項、第98条第1項若しくは第2項、第

102条第2項、第105条、第139条第1項又は

第145条第3項に規定する納期限後にその

税金を納付し、又は納入金を納入する場合

には、当該税額又は納入金額にその納期限

(納期限の延長のあったときは、その延長

された納期限とする。以下第1号、第2号及

び第5号において同じ。)の翌日から納付又

は納入の日までの期間の日数に応じ、年1

4.6パーセント(次の各号に掲げる税額の

区分に応じ、第1号から第4号までに掲げる

期間並びに第5号及び第6号に定める日ま

での期間については年7.3パーセント)の

割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して納付書によって納付し、

又は納入書によって納入しなければなら

ない。 

第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第4

0条、第46条、第46条の2若しくは第46条の

5(第53条の7の2において準用する場合を

含む。以下この条において同じ。)、第47

条の4第1項(47条の5第3項において準用す

る場合を含む。以下この条において同

じ。)、第48条第1項(法第321条の8第34項

及び第35項の申告書に係る部分を除く。)、

第53条の7、第67条、第81条の6第1項、第8

3条第2項、第98条第1項若しくは第2項、第

102条第2項、第105条、第139条第1項又は

第145条第3項に規定する納期限後にその

税金を納付し、又は納入金を納入する場合

には、当該税額又は納入金額にその納期限

(納期限の延長のあったときは、その延長

された納期限とする。以下第1号、第2号及

び第5号において同じ。)の翌日から納付又

は納入の日までの期間の日数に応じ、年1

4.6パーセント(次の各号に掲げる税額の

区分に応じ、第1号から第4号までに掲げる

期間並びに第5号及び第6号に定める日ま

での期間については年7.3パーセント)の

割合を乗じて計算した金額に相当する延

滞金額を加算して納付書によって納付し、

又は納入書によって納入しなければなら

ない。 

(1) （略） (1) （略） 
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(2)                        第98条第1

項若しくは第2項の申告書又は第139条

第1項の申告書に係る税額(第4号に掲げ

る税額を除く。) 当該税額に係る納期

限の翌日から1月を経過する日までの期

間 

(2) 第81条の6第1項の申告書、第98条第1

項若しくは第2項の申告書又は第139条

第1項の申告書に係る税額(第4号に掲げ

る税額を除く。) 当該税額に係る納期

限の翌日から1月を経過する日までの期

間 

(3)                        第98条第1

項若しくは第2項の申告書又は第139条

第1項の申告書でその提出期限後に提出

したものに係る税額 当該提出した日

までの期間又はその日の翌日から1月を

経過する日までの期間 

(3) 第81条の6第1項の申告書、第98条第1

項若しくは第2項の申告書又は第139条

第1項の申告書でその提出期限後に提出

したものに係る税額 当該提出した日

までの期間又はその日の翌日から1月を

経過する日までの期間 

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 

第20条及び第21条及び第22条 （略） 第20条及び第21条及び第22条 （略） 

第2章 普通税 第2章 普通税 

第1節 町民税 第1節 町民税 

第23条～第32条 （略） 第23条～第32条 （略） 

(所得割の課税標準) (所得割の課税標準) 

第33条 （略） 第33条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配

当等(次項及び                第34条の

9において「特定配当等」という。)(同号

ロに掲げるものを除く。以下この項におい

て同じ。)に係る所得を有する者に係る総

所得金額は、当該特定配当等に係る所得の

金額を除外して算定する。 

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配

当等(以下この項及び次項並びに第34条の

9において「特定配当等」という。)   

   に係る所得を有する者に係る総

所得金額は、当該特定配当等に係る所得の

金額を除外して算定する。 

4～6 （略） 4～6 （略） 

第34条～第34条の6 （略） 第34条～第34条の6 （略） 

(寄附金税額控除) (寄附金税額控除) 

第34条の7 （略） 第34条の7 （略） 

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11

項(法附則第5条の6第3項又は第4項の規定

により読み替えて適用される場合を含

2 前項の特例控除額は、法第314条の7第11

項(法附則第5条の6第2項         の規定

により読み替えて適用される場合を含
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む。)に定めるところにより計算した金額

とする。 

む。)に定めるところにより計算した金額

とする。 

第34条の8～第36条 （略） 第34条の8～第36条 （略） 

(町民税の申告) (町民税の申告) 

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者

は、3月15日までに、施行規則第5号の4様

式(別表)による申告書を町長に提出しな

ければならない。ただし、法第317条の6

第1項又は第4項の規定により給与支払報

告書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から1月1日現在において

給与又は公的年金等の支払を受けている

者で前年中において給与所得以外の所得

又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかったもの(公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険

料控除額(令第48条の9の7に規定するもの

を除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、

生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤

労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割

の納税義務者(前年の合計所得金額が900

万円以下であるものに限る。)の法第314

条の2第1項第10号の2に規定する自己と生

計を一にする配偶者(前年の合計所得金額

が95万円以下であるものに限る。)で控除

対象配偶者に該当しないものに係るもの

を除く。)、法第314条の2第4項に規定する

扶養控除額若しくは特定親族特別控除額

(特定親族(同条第1項第12号に規定する特

定親族をいう。第36条の3の2第1項第3号並

びに第36条の3の3第1項及び第2項第4号に

おいて同じ。)(前年の合計所得金額が85

万円以下であるものに限る。)に係るもの

を除く。)の控除又はこれらと併せて雑損

控除額、若しくは医療費控除額の控除、法

第36条の2 第23条第1項第1号に掲げる者

は、3月15日までに、施行規則第5号の4様

式(別表)による申告書を町長に提出しな

ければならない。ただし、法第317条の6

第1項又は第4項の規定により給与支払報

告書又は公的年金等支払報告書を提出す

る義務がある者から1月1日現在において

給与又は公的年金等の支払を受けている

者で前年中において給与所得以外の所得

又は公的年金等に係る所得以外の所得を

有しなかったもの(公的年金等に係る所得

以外の所得を有しなかった者で社会保険

料控除額(令第48条の9の7に規定するもの

を除く。)、小規模企業共済等掛金控除額、

生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤

労学生控除額、配偶者特別控除額(所得割

の納税義務者(前年の合計所得金額が900

万円以下であるものに限る。)の法第314

条の2第1項第10号の2に規定する自己と生

計を一にする配偶者(前年の合計所得金額

が95万円以下であるものに限る。)で控除

対象配偶者に該当しないものに係るもの

を除く。)、法第314条の2第4項に規定する

扶養控除額若しくは特定親族特別控除額

(特定親族(同条第1項第12号に規定する特

定親族をいう。第36条の3の2第1項第3号及

び第36条の3の3第1項                に

おいて同じ。)(前年の合計所得金額が85

万円以下であるものに限る。)に係るもの

を除く。)の控除又はこれらと併せて雑損

控除額、若しくは医療費控除額の控除、法
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第313条第8項に規定する純損失の金額の

控除、同条第9項に規定する純損失若しく

は雑損失の金額の控除若しくは第34条の7

第1項(同項第1号エに掲げる寄附金(特定

非営利活動促進法第2条第3項に規定する

認定特定非営利活動法人及び同条第4項に

規定する特例認定特定非営利活動法人に

対するものを除く。第6項において同じ。)

に係る部分を除く。)及び第2項の規定によ

り控除すべき金額(以下この条において

「寄附金税額控除額」という。)の控除を

受けようとするものを除く。以下この条に

おいて「給与所得等以外の所得を有しなか

った者」という。)及び第24条第2項に規定

する者(施行規則第2条の2第1項の表の上

欄の(2)に掲げる者を除く。)については、

この限りでない。 

第313条第8項に規定する純損失の金額の

控除、同条第9項に規定する純損失若しく

は雑損失の金額の控除若しくは第34条の7

第1項(同項第1号エに掲げる寄附金(特定

非営利活動促進法第2条第3項に規定する

認定特定非営利活動法人及び同条第4項に

規定する特例認定特定非営利活動法人に

対するものを除く。第6項において同じ。)

に係る部分を除く。)及び第2項の規定によ

り控除すべき金額(以下この条において

「寄附金税額控除額」という。)の控除を

受けようとするものを除く。以下この条に

おいて「給与所得等以外の所得を有しなか

った者」という。)及び第24条第2項に規定

する者(施行規則第2条の2第1項の表の上

欄の(2)に掲げる者を除く。)については、

この限りでない。 

2～10 （略） 2～10 （略） 

第36条の3 （略） 第36条の3 （略） 

(個人の町民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書) 

(個人の町民税に係る給与所得者の扶養親

族等申告書) 

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規

定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者(以下この条において

「給与所得者」という。)で町内に住所を

有するものは、当該申告書の提出の際に経

由すべき同項に規定する給与等の支払者

(以下この条において「給与支払者」とい

う。)から毎年最初に給与の支払を受ける

日の前日までに、施行規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該給与支払者を経由して、町長に提

出しなければならない。 

第36条の3の2 所得税法第194条第1項の規

定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者(以下この条において

「給与所得者」という。)で町内に住所を

有するものは、当該申告書の提出の際に経

由すべき同項に規定する給与等の支払者

(以下この条において「給与支払者」とい

う。)から毎年最初に給与の支払を受ける

日の前日までに、施行規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該給与支払者を経由して、町長に提

出しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額 (2) 所得割の納税義務者(合計所得金額
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が1,000万円以下であるものに限る。)

の自己と生計を一にする配偶者(法第31

3条第3項に規定する青色事業専従者に

該当するもので同項に規定する給与の

支払を受けるもの及び同条第4項に規定

する事業専従者に該当するものを除く。

次条第1項第2号において同じ。)(合計所

得金額が133万円以下であるものに限 

る                       。)の氏名 

が1,000万円以下であるものに限る。)

の自己と生計を一にする配偶者(法第31

3条第3項に規定する青色事業専従者に

該当するもので同項に規定する給与の

支払を受けるもの及び同条第4項に規定

する事業専従者に該当するものを除き、

                            合計所

得金額が133万円以下であるものに限

る。次条第1項において同じ。)の氏名 

(3)及び(4) （略） (3)及び(4) （略） 

2～4 （略） 2～4 （略） 

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が令第48条の9の7の2において準用

する令第8条の2の2に規定する要件を満た

す場合には、施行規則で定めるところによ

り、当該申告書の提出に代えて、当該給与

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって施行規則で定めるもの

をいう。次条第5項及び第53条の9第3項に

おいて同じ。)により提供することができ

る。 

5 給与所得者は、第1項及び第3項の規定に

よる申告書の提出の際に経由すべき給与

支払者が令第48条の9の7の2において準用

する令第8条の2の2に規定する要件を満た

す場合には、施行規則で定めるところによ

り、当該申告書の提出に代えて、当該給与

支払者に対し、当該申告書に記載すべき事

項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用

する方法その他の情報通信の技術を利用

する方法であって施行規則で定めるもの

をいう。次条第4項及び第53条の9第3項に

おいて同じ。)により提供することができ

る。 

6 （略） 6 （略） 

(個人の町民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書) 

(個人の町民税に係る公的年金等受給者の

扶養親族等申告書) 

第36条の3の3 次に掲げる者(以下この条に

おいて「公的年金等受給者」という。)は、

公的年金等支払者(所得税法第203条の6第

1項に規定する申告書の提出の際に経由す

べき同項に規定する公的年金等(以下この

項において「公的年金等」という。)の支

払者をいう。以下この条において同じ。)

から毎年最初に公的年金等の支払を受け

第36条の3の3 所得税法第203条の6第1項の

規定により同項に規定する申告書を提出

しなければならない者又は法の施行地に

おいて同項に規定する公的年金等(所得税

法第203条の7の規定の適用を受けるもの

を除く。以下この項において「公的年金等」

という。)の支払を受ける者であって、特

定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得
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る日の前日までに、施行規則で定めるとこ

ろにより、次項各号に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由

して、町長に提出しなければならない。  

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

             

金額が900万円以下であるものに限る。)

の自己と生計を一にする配偶者(退職手当

等(第53条の2に規定する退職手当等に限

る。以下この項において同じ。)に係る所

得を有する者であって、合計所得金額が9

5万円以下であるものに限る。)をいう。第

2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16

歳未満の者又は控除対象扶養親族であっ

て退職手当等に係る所得を有する者に限

る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る

所得を有する者であって、合計所得金額が

85万円以下であるものに限る。)を有する

者(以下この条において「公的年金等受給

者」という。)で町内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき所

得税法第203条の6第1項に規定する公的年

金等の支払者(以下この条において「公的

年金等支払者」という。)から毎年最初に

公的年金等の支払を受ける日の前日まで

に、施行規則で定めるところにより、次に

掲げる事項を記載した申告書を、当該公的

年金等支払者を経由して、町長に提出しな

ければならない。 

(1) 所得税法第203条の6第1項の規定に

より同項に規定する申告書を提出しな

ければならない者 

(1) 当該公的年金等支払者の名称      

                                   

               

(2) 法の施行地において公的年金等(所

得税法第203条の7の規定の適用を受け

るものを除く。)の支払を受ける第23条

第1項第1号に掲げる者であって、特定配

偶者(所得割の納税義務者(合計所得金

額が900万円以下であるものに限る。)

の自己と生計を一にする配偶者(合計所

得金額が95万円以下であるものに限

る。)をいう。次号及び次項第3号におい

(2) 特定配偶者の氏名                
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て同じ。)(退職手当等(第53条の2に規定

する退職手当等に限る。以下この号にお

いて同じ。)に係る所得を有する者に限

る。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又

は控除対象扶養親族であって退職手当

等に係る所得を有する者に限る。)若し

くは特定親族(退職手当等に係る所得を

有する者であって、合計所得金額が85

万円以下であるものに限る。)を有する

者 

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                  

(3) 法の施行地において公的年金等(所

得税法第203条7の規定の適用を受ける

ものに限る。)の支払を受ける第23条第1

項第1号に掲げる者(当該年中に支払を

受けるべき当該公的年金等の額がその

年最初に当該公的年金等の支払を受け

るべき日の前日の現況において令第48

条の9の7の3に定める金額に満たない者

を除く。)であって、障害者、寡婦若し

くはひとり親に該当する者又は特定配

偶者若しくは扶養親族(年齢16歳未満の

者又は控除対象扶養親族に限る。)若し

くは特定親族(合計所得金額が85万円以

下であるものに限る。)を有する者 

(3) 扶養親族又は特定親族の氏名      

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                          

（削る） (4) その他施行規則で定める事項 

2 前項の規定による申告書の記載事項は、

次に掲げる事項とする。 

(1) 公的年金等支払者の名称 

(2) 公的年金等受給者が、法第314条の2

第1項第6号に規定する特別障害者又は

その他の障害者に該当する場合にはそ

の旨及びその該当する事実並びに寡婦

又はひとり親に該当する場合にはその

旨 

(3) 特定配偶者の氏名 

（新設） 
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(4) 扶養親族又は特定親族の氏名 

(5) その他施行規則で定める事項 

3 第1項又は法第317条の3の3第1項の規定

による申告書を公的年金等支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に

記載すべき事項がその年の前年において

当該公的年金等支払者を経由して提出し

た第1項又は同条第1項の規定による申告

書に           記載した事項と異動がな

いときは、公的年金等受給者は、当該公的

年金等支払者が所得税法第203条の6第2項

に規定する国税庁長官の承認を受けてい

る場合に限り、施行規則で定めるところに

より、第1項又は法第317条の3の3第1項の

規定により記載すべき事項に代えて当該

異動がない旨を記載した第1項又は同条第

1項の規定による申告書を提出する      

     ことができる。 

2 前項 又は法第317条の3の3第1項の規定

による申告書を公的年金等支払者を経由

して提出する場合において、当該申告書に

記載すべき事項がその年の前年において

当該公的年金等支払者を経由して提出し

た前項 又は法第317条の3の3第1項の規定

による申告書に記載した事項と異動がな

いときは、公的年金等受給者は、当該公的

年金等支払者が所得税法第203条の6第2項

に規定する国税庁長官の承認を受けてい

る場合に限り、施行規則で定めるところに

より、前項 又は法第317条の3の3第1項の

規定により記載すべき事項に代えて当該

異動がない旨を記載した前項 又は法第31

7条の3の3第1項の規定による申告書を提

出することができる。 

4 （略） 3 （略） 

5 公的年金等受給者は、第1項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金

等支払者が令第48条の9の8   において準

用する令第8条の2の2に規定する要件を満

たす場合には、施行規則で定めるところに

より、当該申告書の提出に代えて、当該公

的年金等支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法により提供する

ことができる。 

4 公的年金等受給者は、第1項の規定による

申告書の提出の際に経由すべき公的年金

等支払者が令第48条の9の7の3において準

用する令第8条の2の2に規定する要件を満

たす場合には、施行規則で定めるところに

より、当該申告書の提出に代えて、当該公

的年金等支払者に対し、当該申告書に記載

すべき事項を電磁的方法により提供する

ことができる。 

6 前項の規定の適用がある場合における第

4項の規定の適用については、同項中「申

告書が」とあるのは「申告書に記載すべき

事項を」と、「公的年金等支払者に受理さ

れたとき」とあるのは「公的年金等支払者

が提供を受けたとき」と、「受理された日」

とあるのは「提供を受けた日」とする。 

5 前項の規定の適用がある場合における第

3項の規定の適用については、同項中「申

告書が」とあるのは「申告書に記載すべき

事項を」と、「公的年金等支払者に受理さ

れたとき」とあるのは「公的年金等支払者

が提供を受けたとき」と、「受理された日」

とあるのは「提供を受けた日」とする。 



10 
 

第36条の4～第53条の12 （略） 第36条の4～第53条の12 （略） 

第2節 固定資産税 第2節 固定資産税 

第54条～第62条 （略） 第54条～第62条 （略） 

(固定資産税の免税点) (固定資産税の免税点) 

第63条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋及び償却資産に対して課す

る固定資産税の課税標準となるべき額が

土地又は家屋にあっては30万円         

            、償却資産にあっては180万

円に満たない場合においては、固定資産税

を課さない。 

第63条 同一の者についてその者の所有に

係る土地、家屋及び償却資産に対して課す

る固定資産税の課税標準となるべき額が

土地        にあっては30万円、家屋にあ

っては20万円、償却資産にあっては150万

円に満たない場合においては、固定資産税

を課さない。 

第63条の2～第79条 （略） 第63条の2～第79条 （略） 

第3節 軽自動車税 第3節 軽自動車税 

(軽自動車税の納税義務者等) (軽自動車税の納税義務者等) 

第80条 軽自動車税は、軽自動車等に対し、

その所有者に課する。                  

                                     

                                     

           

第80条 軽自動車税は、3輪以上の軽自動車

に対し、当該3輪以上の軽自動車の取得者

に環境性能割によって、軽自動車等に対

し、当該軽自動車等の所有者に種別割によ

って課する。 

（削る） 2 前項に規定する3輪以上の軽自動車の取

得者には、法第443条第2項に規定する者を

含まないものとする。 

2 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の

規定により軽自動車税を課することがで

きない者である場合には、前項 の規定に

かかわらず、当該軽自動車等の使用者に軽

自動車税を課する。ただし、公用又は公共

の用に供する軽自動車等については、この

限りでない。 

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の

規定により種別割    を課することがで

きない者である場合には、第1項の規定に

かかわらず、その使用者に              

          課する。ただし、公用又は公共

の用に供する軽自動車等については、これ

を課さない。 

(軽自動車税のみなす課税) (軽自動車税のみなす課税) 

第81条 軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、買主を軽自動車等の所有者

とみなして、軽自動車税を課する。      

第81条 軽自動車等の売買契約において売

主が当該軽自動車等の所有権を留保して

いる場合には、軽自動車税の賦課徴収につ

いては、買主を前条第1項に規定する3輪以
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上の軽自動車の取得者(以下この節におい

て「3輪以上の軽自動車の取得者」という。)

又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自

動車税を課する。 

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があっ

たときは、新たに買主となる者を        

                      軽自動車等の所

有者とみなして、軽自動車税を課する。 

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係

る軽自動車等について、買主の変更があっ

たときは、新たに買主となる者を3輪以上

の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所

有者とみなして、軽自動車税を課する。 

（削る） 3 法第444条第3項に規定する販売業者等

(以下この項において「販売業者等」とい

う。)が、その製造により取得した3輪以上

の軽自動車又はその販売のためその他運

行(道路運送車両法第2条第5項に規定する

運行をいう。次項において同じ。)以外の

目的に供するため取得した3輪以上の軽自

動車について、当該販売業者等が、法第4

44条第3項に規定する車両番号の指定を受

けた場合(当該車両番号の指定前に第1項

の規定の適用を受ける売買契約の締結が

行われた場合を除く。)には、当該販売業

者等を3輪以上の軽自動車の取得者とみな

して、環境性能割を課する。 

（削る） 4 法の施行地外で3輪以上の軽自動車を取

得した者が、当該3輪以上の軽自動車を法

の施行地内に持ち込んで運行の用に供し

た場合には、当該3輪以上の軽自動車を運

行の用に供する者を3輪以上の軽自動車の

取得者とみなして、環境性能割を課する。 

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対

する軽自動車税の非課税の範囲) 

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対

する軽自動車税の非課税の範囲) 

第81条の2 （略） 第81条の2 （略） 

 

第81条の3から第81条の8まで 削除 

(環境性能割の課税標準) 

第81条の3 環境性能割の課税標準は、3輪以

上の軽自動車の取得のために通常要する
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価額として施行規則第15条の10に定める

ところにより算定した金額とする。 

(環境性能割の税率) 

第81条の4 次の各号に掲げる3輪以上の軽

自動車に対して課する環境性能割の税率

は、当該各号に定める率とする。 

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5

項において準用する場合を含む。)の規

定の適用を受けるもの 100分の1 

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5

項において準用する場合を含む。)の規

定の適用を受けるもの 100分の2 

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受け

るもの 100分の3 

(環境性能割の徴収の方法) 

第81条の5 環境性能割の徴収については、

申告納付の方法によらなければならない。 

(環境性能割の申告納付) 

第81条の6 環境性能割の納税義務者は、法

第454条第1項各号に掲げる3輪以上の軽自

動車の区分に応じ、当該各号に定める時又

は日までに、施行規則第33号の4様式によ

る申告書を町長に提出するとともに、その

申告に係る環境性能割額を納付しなけれ

ばならない。 

2 3輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割

の納税義務者を除く。)は、法第454条第1

項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定

める時又は日までに、施行規則第33号の4

様式による報告書を町長に提出しなけれ

ばならない。 

(環境性能割に係る不申告等に関する過

料) 

第81条の7 環境性能割の納税義務者が前条

の規定により申告し、又は報告すべき事項
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について正当な事由がなくて申告又は報

告をしなかった場合には、その者に対し、

10万円以下の過料を科する。 

2 前項の過料の額は、情状により、町長が

定める。 

3 第1項の過料を徴収する場合において発

する納入通知書に指定すべき納期限は、そ

の発付の日から10日以内とする。 

(環境性能割の減免) 

第81条の8 町長は、公益のため直接専用す

る3輪以上の軽自動車又は第90条第1項各

号に掲げる軽自動車等(3輪以上のものに

限る。)のうち必要と認めるものに対して

は、環境性能割を減免する。 

2 前項の規定による環境性能割の減免を受

けるための手続その他必要な事項につい

ては、規則で定める。 

(軽自動車税の税率) (種別割    の税率) 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する軽自動車税の税率は、1台につ

いて、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

第82条 次の各号に掲げる軽自動車等に対

して課する種別割    の税率は、1台につ

いて、それぞれ当該各号に定める額とす

る。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(軽自動車税の賦課期日及び納期) (種別割    の賦課期日及び納期) 

第83条 軽自動車税の賦課期日は、4月1日と

する。 

第83条 種別割    の賦課期日は、4月1日と

する。 

2 軽自動車税の納期は、5月11日から同月3

1日までとする。 

2 種別割    の納期は、5月11日から同月3

1日までとする。 

第84条 （略） 第84条 （略） 

(軽自動車税の徴収の方法) (種別割    の徴収の方法) 

第85条 軽自動車税は、普通徴収の方法によ

って徴収する。 

第85条 種別割    は、普通徴収の方法によ

って徴収する。 

第86条 （略） 第86条 （略） 

(軽自動車税に関する申告又は報告) (種別割    に関する申告又は報告) 
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第87条 軽自動車税の納税義務者である軽

自動車等の所有者又は使用者(以下この節

において「軽自動車等の所有者等」とい

う。)は、軽自動車等の所有者等となった

日から15日以内に、軽自動車及び2輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあっては

施行規則第33号の4様式   による申告書、

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所

有者又は使用者にあっては施行規則第33

号の5様式による申告書並びにその者の住

所を証明すべき書類を町長に提出しなけ

ればならない。 

第87条 種別割    の納税義務者である軽

自動車等の所有者又は使用者(以下この節

において「軽自動車等の所有者等」とい

う。)は、軽自動車等の所有者等となった

日から15日以内に、軽自動車及び2輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあっては

施行規則第33号の4の2様式による申告書、

原動機付自転車及び小型特殊自動車の所

有者又は使用者にあっては施行規則第33

号の5様式による申告書並びにその者の住

所を証明すべき書類を町長に提出しなけ

ればならない。 

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から15日以内に、

当該変更があった事項について軽自動車

及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者

については施行規則第33号の4様式   に

よる申告書並びに原動機付自転車及び小

型特殊自動車の所有者又は使用者につい

ては施行規則第33号の5様式による申告書

を町長に提出しなければならない。ただ

し、次項の規定により申告書を提出すべき

場合については、この限りでない。 

2 前項の申告書を提出した者は、当該申告

事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から15日以内に、

当該変更があった事項について軽自動車

及び2輪の小型自動車の所有者又は使用者

については施行規則第33号の4の2様式に

よる申告書並びに原動機付自転車及び小

型特殊自動車の所有者又は使用者につい

ては施行規則第33号の5様式による申告書

を町長に提出しなければならない。ただ

し、次項の規定により申告書を提出すべき

場合については、この限りでない。 

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽自動車等の所有者等でなくなった日

から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型

自動車の所有者又は使用者については施

行規則第33号の4様式   による申告書、原

動機付自転車及び小型特殊自動車の所有

者又は使用者については施行規則第34号

様式による申告書を町長に提出しなけれ

ばならない。 

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽自動車等の所有者等でなくなった日

から30日以内に、軽自動車及び2輪の小型

自動車の所有者又は使用者については施

行規則第33号の4の2様式による申告書、原

動機付自転車及び小型特殊自動車の所有

者又は使用者については施行規則第34号

様式による申告書を町長に提出しなけれ

ばならない。 

4 （略） 4 （略） 

(軽自動車税に係る不申告等に関する過 (種別割    に係る不申告等に関する過
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料) 料) 

第88条 （略） 第88条 （略） 

(軽自動車税の減免) (種別割    の減免) 

第89条 町長は、公益のため直接専用する軽

自動車等又は次の各号の一に該当する者

が所有する軽自動車等のうち必要と認め

るものに対しては、軽自動車税を減免す

る。 

第89条 町長は、公益のため直接専用する軽

自動車等又は次の各号の一に該当する者

が所有する軽自動車等のうち必要と認め

るものに対しては、種別割    を減免す

る。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

2 前項の規定によって軽自動車税の減免を

受けようとする者は、納期限前7日までに、

当該軽自動車等について減免を受けよう

とする税額及び次の各号に掲げる事項を

記載した申請書に減免を必要とする事由

を証明する書類を添付し、これを町長に提

出しなければならない。 

2 前項の規定によって種別割    の減免を

受けようとする者は、納期限前7日までに、

当該軽自動車等について減免を受けよう

とする税額及び次の各号に掲げる事項を

記載した申請書に減免を必要とする事由

を証明する書類を添付し、これを町長に提

出しなければならない。 

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略） 

3 第1項の規定によって軽自動車税の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合に

おいては、直ちにその旨を町長に申告しな

ければならない。 

3 第1項の規定によって種別割    の減免

を受けた者は、その事由が消滅した場合に

おいては、直ちにその旨を町長に申告しな

ければならない。 

(身体障害者等に対する軽自動車税の減

免) 

(身体障害者等に対する種別割    の減

免) 

第90条 町長は、次の各号に掲げる軽自動車

等のうち必要と認めるものに対しては、軽

自動車税を減免する。 

第90条 町長は、次の各号に掲げる軽自動車

等のうち必要と認めるものに対しては、種

別割    を減免する。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

2 前項第1号の規定によって軽自動車税の

減免を受けようとする者は、納期限前7日

までに、町長に対して、身体障害者福祉法

(昭和24年法律第283号)第15条の規定によ

り交付された身体障害者手帳(戦傷病者特

別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の

規定により戦傷病者手帳の交付を受けて

いる者で身体障害者手帳の交付を受けて

2 前項第1号の規定によって種別割    の

減免を受けようとする者は、納期限前7日

までに、町長に対して、身体障害者福祉法

(昭和24年法律第283号)第15条の規定によ

り交付された身体障害者手帳(戦傷病者特

別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の

規定により戦傷病者手帳の交付を受けて

いる者で身体障害者手帳の交付を受けて
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いないものにあっては、戦傷病者手帳とす

る。以下この項において「身体障害者手帳」

という。)、厚生労働大臣が定めるところ

により交付された療育手帳(以下この項に

おいて「療育手帳」という。)又は精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和

25年法律第123号)第45条の規定により交

付された精神障害者保健福祉手帳(以下こ

の項において「精神障害者保健福祉手帳」

という。)及び道路交通法(昭和35年法律第

105号)第92条の規定により交付された身

体障害者若しくは身体障害者等と生計を

一にする者若しくは身体障害者等(身体障

害者等のみで構成される世帯の者に限

る。)を常時介護する者の運転免許証(以下

この項において「運転免許証」という。)

又はこれらの者の特定免許情報(同法第95

条の2第2項に規定する特定免許情報をい

う。次項において同じ。)が記録された免

許情報記録個人番号カード(同法第95条の

2第4項に規定する免許情報記録個人番号

カードをいう。次項において同じ。)を提

示するとともに、次の各号に掲げる事項を

記載した申請書に減免を必要とする理由

を証明する書類を添付して提出しなけれ

ばならない。 

いないものにあっては、戦傷病者手帳とす

る。以下この項において「身体障害者手帳」

という。)、厚生労働大臣が定めるところ

により交付された療育手帳(以下この項に

おいて「療育手帳」という。)又は精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和

25年法律第123号)第45条の規定により交

付された精神障害者保健福祉手帳(以下こ

の項において「精神障害者保健福祉手帳」

という。)及び道路交通法(昭和35年法律第

105号)第92条の規定により交付された身

体障害者若しくは身体障害者等と生計を

一にする者若しくは身体障害者等(身体障

害者等のみで構成される世帯の者に限

る。)を常時介護する者の運転免許証(以下

この項において「運転免許証」という。)

又はこれらの者の特定免許情報(同法第95

条の2第2項に規定する特定免許情報をい

う。次項において同じ。)が記録された免

許情報記録個人番号カード(同法第95条の

2第4項に規定する免許情報記録個人番号

カードをいう。次項において同じ。)を提

示するとともに、次の各号に掲げる事項を

記載した申請書に減免を必要とする理由

を証明する書類を添付して提出しなけれ

ばならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

3 （略） 3 （略） 

4 第1項第2号の規定によって軽自動車税の

減免を受けようとする者は、納期限前7日

までに町長に対しで、当該軽自動車等の提

示(町長が、当該軽自動車等の提示に代わ

ると認める書類の提出がある場合には、当

該書類の提出)をするとともに、前条第2

項各号に掲げる事項を記載した申請書を

4 第1項第2号の規定によって種別割    の

減免を受けようとする者は、納期限前7日

までに町長に対しで、当該軽自動車等の提

示(町長が、当該軽自動車等の提示に代わ

ると認める書類の提出がある場合には、当

該書類の提出)をするとともに、前条第2

項各号に掲げる事項を記載した申請書を
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提出しなければならない。 提出しなければならない。 

5 前条第3項の規定は、第1項の規定によっ

て軽自動車税の減免を受けている者につ

いて準用する。 

5 前条第3項の規定は、第1項の規定によっ

て種別割    の減免を受けている者につ

いて準用する。 

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識の交付等) 

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標

識の交付等) 

第91条 （略） 第91条 （略） 

2 法第445条若しくは第81条の2又は第80条

第2項ただし書の規定によって軽自動車税

を課することのできない原動機付自転車

又は小型特殊自動車の所有者又は使用者

は、その主たる定置場が町内に所在するこ

ととなったときは、その事由が発生した日

から15日以内に、町長に対し、標識交付申

請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車

又は小型特殊自動車の提示をして、その車

体に取り付けるべき標識の交付を受けな

ければならない。軽自動車税を課されるべ

き原動機付自転車又は小型特殊自動車が

法第445条若しくは第81条の2又は第80条

第2項ただし書の規定によって軽自動車税

を課されないこととなったときにおける

当該原動機付自転車又は小型特殊自動車

の所有者又は使用者についても、また、同

様とする。 

2 法第445条若しくは第81条の2又は第80条

第3項ただし書の規定によって種別割    

を課することのできない原動機付自転車

又は小型特殊自動車の所有者又は使用者

は、その主たる定置場が町内に所在するこ

ととなったときは、その事由が発生した日

から15日以内に、町長に対し、標識交付申

請書を提出し、かつ、当該原動機付自転車

又は小型特殊自動車の提示をして、その車

体に取り付けるべき標識の交付を受けな

ければならない。種別割    を課されるべ

き原動機付自転車又は小型特殊自動車が

法第445条若しくは第81条の2又は第80条

第3項ただし書の規定によって種別割    

を課されないこととなったときにおける

当該原動機付自転車又は小型特殊自動車

の所有者又は使用者についても、また、同

様とする。 

3～6 （略） 3～6 （略） 

7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を

受けた者は、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の主たる定置場が町内に所在

しないこととなったとき、当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車を所有し、若しく

は使用しないこととなったとき又は当該

原動機付自転車又は小型特殊自動車に対

して軽自動車税が課されることとなった

ときは、その事由が発生した日から15日以

7 第2項の標識及び第3項の証明書の交付を

受けた者は、当該原動機付自転車又は小型

特殊自動車の主たる定置場が町内に所在

しないこととなったとき、当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車を所有し、若しく

は使用しないこととなったとき又は当該

原動機付自転車又は小型特殊自動車に対

して種別割を    課されることとなった

ときは、その事由が発生した日から15日以
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内に、町長に対し、その標識及び証明書を

返納しなければならない。 

内に、町長に対し、その標識及び証明書を

返納しなければならない。 

8及び9 （略） 8及び9 （略） 

第4節 町たばこ税 第4節 町たばこ税 

第92条～第102条 （略） 第92条～第102条 （略） 

第5節 鉱産税 第5節 鉱産税 

第103条～第109条から第130条まで （略） 第103条～第109条から第130条まで （略） 

第6節 特別土地保有税 第6節 特別土地保有税 

第131条～第140条の7 （略） 第131条～第140条の7 （略） 

第3章 目的税 第3章 目的税 

第1節 入湯税 第1節 入湯税 

第141条～第151条 （略） 第141条～第151条 （略） 

附 則 附 則 

第1条～第5条の2 （略） 第1条～第5条の2 （略） 

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場

合の医療費控除の特例) 

(特定一般用医薬品等購入費を支払った場

合の医療費控除の特例) 

第6条 平成30年度以後             の各

年度分の個人の町民税に限り、法附則第4

条の5第3項の規定に該当する場合におけ

る第34条の2の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第

1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除

く。)」と、「まで」とあるのは「まで並

びに法附則第4条の5第3項の規定により読

み替えて適用される法第314条の2第1項

(第2号に係る部分に限る。)」として、同

条の規定を適用することができる。 

第6条 平成30年度から令和9年度までの各

年度分の個人の町民税に限り、法附則第4

条の5第3項の規定に該当する場合におけ

る第34条の2の規定による控除について

は、その者の選択により、同条中「同条第

1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除

く。)」と、「まで」とあるのは「まで並

びに法附則第4条の5第3項の規定により読

み替えて適用される法第314条の2第1項

(第2号に係る部分に限る。)」として、同

条の規定を適用することができる。 

第7条及び第7条の2 （略） 第7条及び第7条の2 （略） 

（削る） (個人の町民税の住宅借入金等特別税額控

除) 

第7条の3 平成20年度から平成28年度まで

の各年度分の個人の町民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租

税特別措置法第41条又は第41条の2の2の
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規定の適用を受けた場合(同法第41条第1

項に規定する居住年(次条において「居住

年」という。)が平成11年から平成18年ま

での各年である場合に限る。)においては、

法附則第5条の4第6項に規定するところに

より控除すべき額(第3項において「町民税

の住宅借入金等特別税額控除額」という。)

を、当該納税義務者の第34条の3及び第34

条の6の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

2 前項の規定の適用がある場合における第

34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用

については、第34条の8中「前2条」とある

のは「前2条並びに附則第7条の3第1項」と、

同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに

附則第7条の3第1項」とする。 

3 第1項の規定は、町民税の所得割の納税義

務者が、当該年度の初日の属する年の3月1

5日までに、施行規則で定めたところによ

り、同項の規定の適用を受けようとする旨

及び町民税の住宅借入金等特別税額控除

額の控除に関する事項を記載した町民税

住宅借入金等特別税額控除申告書(その提

出期限後において町民税の納税書が送達

される時までに提出されたものを含む。)

を、町長に提出した場合(法附則第5条の4

第9項の規定により税務署長を経由して提

出した場合を含む。)に限り、適用する。 

(個人の町民税の住宅借入金等特別税額控

除) 

 

第7条の3  平成22年度から令和25年度ま

での各年度分の個人の町民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第41条又は第41条の2の2

の規定の適用を受けた場合(同法第41条第

第7条の3の2 平成22年度から令和20年度ま

での各年度分の個人の町民税に限り、所得

割の納税義務者が前年分の所得税につき

租税特別措置法第41条又は第41条の2の2

の規定の適用を受けた場合(居住年が平成
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1項に規定する居住年が   平成21年から

令和12年までの各年である場合に限る。)

には                                 

          、法附則第5条の4第5項   (同

条第7項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。)に規定するところにより

控除すべき額を、当該納税義務者の第34

条の3及び第34条の6の規定を適用した場

合の所得割の額から控除する。 

11年から平成18年まで又は平成21年から

令和7年 までの各年である場合に限る。)

において、前条第1項の規定の適用を受け

ないときは、法附則第5条の4の2第5項(同

条第7項の規定により読み替えて適用され

る場合を含む。)に規定するところにより

控除すべき額を、当該納税義務者の第34

条の3及び第34条の6の規定を適用した場

合の所得割の額から控除する。 

2 前項の規定の適用がある場合における第

34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用

については、第34条の8中「前2条」とある

のは「前2条並びに附則第7条の3第1項   」

と、第34条の9第1項中「前3条」とあるの

は「前3条並びに附則第7条の3第1項   」

とする。 

2 前項の規定の適用がある場合における第

34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用

については、第34条の8中「前2条」とある

のは「前2条並びに附則第7条の3の2第1項」

と、第34条の9第1項中「前3条」とあるの

は「前3条並びに附則第7条の3の2第1項」

とする。 

(寄附金税額控除における特例控除額の特

例) 

(寄附金税額控除における特例控除額の特

例) 

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける

町民税の所得割の納税義務者が、法第314

条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる

場合に該当する場合又は第34条の3第2項

に規定する課税総所得金額、課税退職所得

金額及び課税山林所得金額を有しない場

合であって、当該納税義務者の前年中の所

得について、附則第16条の3第1項、附則第

16条の4第1項、附則第17条第1項、附則第1

8条第1項、附則第19条第1項、附則第19条

の2第1項、附則第19条の3第1項又は附則第

20条第1項の規定の適用を受けるときは、

第34条の7第2項に規定する特例控除額は、

同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5

第2項(法附則第5条の6第3項又は第4項の

規定により読み替えて適用される場合を

含む。)に定めるところにより計算した金

第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける

町民税の所得割の納税義務者が、法第314

条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる

場合に該当する場合又は第34条の3第2項

に規定する課税総所得金額、課税退職所得

金額及び課税山林所得金額を有しない場

合であって、当該納税義務者の前年中の所

得について、附則第16条の3第1項、附則第

16条の4第1項、附則第17条第1項、附則第1

8条第1項、附則第19条第1項、附則第19条

の2第1項又は附則第20条第1項          

          の規定の適用を受けるときは、

第34条の7第2項に規定する特例控除額は、

同項の規定にかかわらず、法附則第5条の5

第2項(法附則第5条の6第2項         の

規定により読み替えて適用される場合を

含む。)に定めるところにより計算した金
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額とする。 額とする。 

(1)から(5)まで （略） (1)から(5)まで （略） 

第7条の5～第7条の8 （略） 第7条の5～第7条の8 （略） 

(肉用牛の売却による事業所得に係る町民

税の課税の特例) 

(肉用牛の売却による事業所得に係る町民

税の課税の特例) 

第8条 昭和57年度から令和12年度までの各

年度分の個人の町民税に限り、法附則第6

条第4項に規定する場合において、第36条

の2第1項の規定による申告書(その提出期

限後において町民税の納税通知書が送達

される時までに提出されたもの及びその

時までに提出された第36条の3第1項の確

定申告書を含む。次項において同じ。)に

肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25

条第1項に規定する事業所得の明細に関す

る事項の記載があるとき(これらの申告書

にその記載がないことについてやむを得

ない理由があると町長が認めるときを含

む。次項において同じ。)は、当該事業所

得に係る町民税の所得割の額を免除する。 

第8条 昭和57年度から令和9年度 までの各

年度分の個人の町民税に限り、法附則第6

条第4項に規定する場合において、第36条

の2第1項の規定による申告書(その提出期

限後において町民税の納税通知書が送達

される時までに提出されたもの及びその

時までに提出された第36条の3第1項の確

定申告書を含む。次項において同じ。)に

肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25

条第1項に規定する事業所得の明細に関す

る事項の記載があるとき(これらの申告書

にその記載がないことについてやむを得

ない理由があると町長が認めるときを含

む。次項において同じ。)は、当該事業所

得に係る町民税の所得割の額を免除する。 

2 前項に規定する各年度分の個人の町民税

に限り、法附則第6条第5項に規定する場合

において、第36条の2第1項の規定による申

告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第25条第2項第2号に規定する事業所得

の明細に関する事項の記載があるときは、

その者の前年の総所得金額に係る町民税

の所得割の額は、第33条から第34条の3ま

で、第34条の6から第34条の8まで、附則第

7条第1項、附則第7条の3第1項           

            及び附則第7条の4の規定に

かかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げ

る金額の合計額とすることができる。 

2 前項に規定する各年度分の個人の町民税

に限り、法附則第6条第5項に規定する場合

において、第36条の2第1項の規定による申

告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置

法第25条第2項第2号に規定する事業所得

の明細に関する事項の記載があるときは、

その者の前年の総所得金額に係る町民税

の所得割の額は、第33条から第34条の3ま

で、第34条の6から第34条の8まで、附則第

7条第1項、附則第7条の3第1項、附則第7

条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定に

かかわらず、法附則第6条第5項各号に掲げ

る金額の合計額とすることができる。 

3 （略） 3 （略） 

(個人の町民税の寄附金税額控除に係る申 (個人の町民税の寄附金税額控除に係る申
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告の特例等) 告の特例等) 

第9条 （略） 第9条 （略） 

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に特例控除対象寄附金を支出し、か

つ、当該納税義務者について前条第3項の

規定による申告特例通知書の送付があっ

た場合(法附則第7条第13項の規定により

なかったものとみなされる場合を除く。)

には、法附則第7条の2第4項(法附則第7条

の3第3項又は第4項の規定により読み替え

て適用される場合を含む。)に規定すると

ころにより控除すべき額を、第34条の7第1

項及び第2項の規定を適用した場合の所得

割の額から控除するものとする。 

第9条の2 当分の間、所得割の納税義務者が

前年中に特例控除対象寄附金を支出し、か

つ、当該納税義務者について前条第3項の

規定による申告特例通知書の送付があっ

た場合(法附則第7条第13項の規定により

なかったものとみなされる場合を除く。)

には、法附則第7条の2第4項             

                                     

                        に規定すると

ころにより控除すべき額を、第34条の7第1

項及び第2項の規定を適用した場合の所得

割の額から控除するものとする。 

(読替規定) (読替規定) 

第10条 （略） 第10条 （略） 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定め

る割合) 

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定め

る割合) 

第10条の2 （略） 第10条の2 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 法附則第15条第22項第1号に規定する市

町村の条例で定める割合は、3分の2とす

る。 

3 法附則第15条第23項第1号に規定する市

町村の条例で定める割合は、3分の2とす

る。 

4 法附則第15条第22項第2号に規定する市

町村の条例で定める割合は、2分の1とす

る。 

4 法附則第15条第23項第2号に規定する市

町村の条例で定める割合は、2分の1とす

る。 

5 法附則第15条第24項第1号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は3分の2とする。 

5 法附則第15条第25項第1号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は3分の2とする。 

6 法附則第15条第24項第1号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は3分の2とする。 

6 法附則第15条第25項第1号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は3分の2とする。 

7 法附則第15条第24項第1号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

7 法附則第15条第25項第1号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条
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例で定める割合は3分の2とする。 例で定める割合は3分の2とする。 

8 法附則第15条第24項第1号ニに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は3分の2とする。 

8 法附則第15条第25項第1号ニに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は3分の2とする。 

9 法附則第15条第24項第2号に規定する設

備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は7分の6とする。 

9 法附則第15条第25項第2号に規定する設

備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は7分の6とする。 

10 法附則第15条第24項第3号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は4分の3とする。 

10 法附則第15条第25項第3号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は4分の3とする。 

11 法附則第15条第24項第3号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は4分の3とする。 

11 法附則第15条第25項第3号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は4分の3とする。 

12 法附則第15条第24項第4号  に規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は4分の3とする。 

12 法附則第15条第25項第3号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は4分の3とする。 

（削る） 13 法附則第15条第25項第4号イに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は2分の1とする。 

（削る） 14 法附則第15条第25項第4号ロに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は2分の1とする。 

（削る） 15 法附則第15条第25項第4号ハに規定する

設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は2分の1とする。 

13 法附則第15条第27項に規定する市町村

の条例で定める割合は3分の2とする。 

16 法附則第15条第28項に規定する市町村

の条例で定める割合は3分の2とする。 

14 法附則第15条第31項に規定する市町村

の条例で定める割合は3分の2とする。 

17 法附則第15条第32項に規定する市町村

の条例で定める割合は3分の2とする。 

15 法附則第15条第35項に規定する市町村

の条例で定める割合は3分の2とする。 

18 法附則第15条第36項に規定する市町村

の条例で定める割合は3分の2とする。 

16 法附則第15条第36項に規定する市町村

の条例で定める割合は2分の1とする。 

19 法附則第15条第37項に規定する市町村

の条例で定める割合は2分の1とする。 

17 法附則第15条第39項に規定する市町村 20 法附則第15条第40項に規定する市町村
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の条例で定める割合は3分の1とする。 の条例で定める割合は3分の1とする。 

18 （略） 21 （略） 

19 （略） 22 （略） 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき

申告) 

(新築住宅等に対する固定資産税の減額の

規定の適用を受けようとする者がすべき

申告) 

第10条の3 （略） 第10条の3 （略） 

2～6 （略） 2～6 （略） 

7 法附則第15条の8第4項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の1月31日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書に令

附則第12条第17項に規定する従前の家屋

について移転補償金を受けたことを証す

る書面を添付して町長に提出しなければ

ならない。 

7 法附則第15条の8第4項の家屋について、

同項の規定の適用を受けようとする者は、

当該年度の初日の属する年の1月31日まで

に次に掲げる事項を記載した申告書に令

附則第12条第16項に規定する従前の家屋

について移転補償金を受けたことを証す

る書面を添付して町長に提出しなければ

ならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から3月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に当該耐

震改修に要した費用を証する書類及び当

該耐震改修後の家屋が令附則第12条第20

項に規定する基準を充たすことを証する

書類を添付して町長に提出しなければな

らない。 

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住

宅について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合住宅に係る

耐震改修が完了した日から3月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に当該耐

震改修に要した費用を証する書類及び当

該耐震改修後の家屋が令附則第12条第19

項に規定する基準を充たすことを証する

書類を添付して町長に提出しなければな

らない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修

専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第4項に規定す

る居住安全改修工事が完了した日から3月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修

専有部分について、これらの規定の適用を

受けようとする者は、同条第4項に規定す

る居住安全改修工事が完了した日から3月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書

に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる
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書類を添付して町長に提出しなければな

らない。 

書類を添付して町長に提出しなければな

らない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

(4) 令附則第12条第24項に掲げる者に該

当する者の住所、氏名及び当該者が同項

各号のいずれかに該当するかの別 

(4) 令附則第12条第23項に掲げる者に該

当する者の住所、氏名及び当該者が同項

各号のいずれかに該当するかの別 

(5) （略） (5) （略） 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並び

に令附則第12条第25項に規定する補助

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防

住宅改修費 

(6) 居住安全改修工事に要した費用並び

に令附則第12条第24項に規定する補助

金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防

住宅改修費 

(7) （略） (7) （略） 

10 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改

修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改

修等専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第9項に規

定する熱損失防止改修工事等が完了した

日から3月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に施行規則附則第7条第10項各

号に掲げる書類を添付して町長に提出し

なければならない。 

10 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改

修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改

修等専有部分について、これらの規定の適

用を受けようとする者は、同条第9項に規

定する熱損失防止改修工事等が完了した

日から3月以内に、次に掲げる事項を記載

した申告書に施行規則附則第7条第10項各

号に掲げる書類を添付して町長に提出し

なければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用

及び令附則第12条第32項に規定する補

助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用

及び令附則第12条第31項に規定する補

助金等 

(6) （略） (6) （略） 

11 （略） 11 （略） 

12 法附則第15条の9の2第4項に規定する特

定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に

規定する特定熱損失防止改修等住宅専有

部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、法附則第15条の9第9項に

規定する熱損失防止改修工事等が完了し

た日から3月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第7条第12項

12 法附則第15条の9の2第4項に規定する特

定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に

規定する特定熱損失防止改修等住宅専有

部分について、これらの規定の適用を受け

ようとする者は、法附則第15条の9第9項に

規定する熱損失防止改修工事等が完了し

た日から3月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第7条第12項
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各号に掲げる書類を添付して町長に提出

しなければならない。 

各号に掲げる書類を添付して町長に提出

しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用

及び令附則第12条第32項に規定する補

助金等 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用

及び令附則第12条第31項に規定する補

助金等 

(6) （略） (6) （略） 

13及び14 （略） 13及び14 （略） 

15 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合家屋に係

る耐震改修が完了した日から3月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第7条第18項に規定する補助に係

る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震

改修の促進に関する法律(平成7年法律第1

23号)第7条又は附則第3条第1項の規定に

よる報告の写し及び当該耐震改修後の家

屋が令附則第12条第20項に規定する基準

を満たすことを証する書類を添付して町

長に提出しなければならない。 

15 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合

家屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該耐震基準適合家屋に係

る耐震改修が完了した日から3月以内に、

次に掲げる事項を記載した申告書に施行

規則附則第7条第18項に規定する補助に係

る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震

改修の促進に関する法律(平成7年法律第1

23号)第7条又は附則第3条第1項の規定に

よる報告の写し及び当該耐震改修後の家

屋が令附則第12条第19項に規定する基準

を満たすことを証する書類を添付して町

長に提出しなければならない。 

(1)～(6) （略） (1)～(6) （略） 

16 法附則第15条の11第1項の改修特別特定

建築物  について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、同項に規定する利便性

等向上改修工事が完了した日から3月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第7条の2第1項に規定する補助

に係る補助金確定通知書の写し及び高齢

者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律(平成18年法律第91号)第14条第1

項に規定する建築物移動等円滑化基準(同

条第3項の条例で付加した事項を含む。)

又は同法第17条第3項第1号に規定する同

法第2条第20号に規定する建築物特定施設

16 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術

公演施設について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、同項に規定する利便性

等向上改修工事が完了した日から3月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に高

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に

関する法律施行規則(平成18年国土交通省

令第110号)第10条第2項に規定する通知書

の写し及び主として劇場、音楽堂等の活性

化に関する法律(平成24年法律第49号)第2

条第2項に規定する実演芸術の公演の用に

供する施設である                     
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の構造及び配置に関する基準に適合する

旨を証する書類を添付して町長に提出し

なければならない。 

                                    

旨を証する書類を添付して町長に提出し

なければならない。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律施行令(平成

18年政令第379号)第5条各号に掲げる特

別特定建築物(高齢者、障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律第14条

第3項の条例で定める同法第2条第18号

に規定する特定建築物を含む。)のいず

れに該当するかの別 

(3) 家屋が高齢者、障害者等の移動等の

円滑化の促進に関する法律施行令(平成

18年政令第379号)第5条第3号に規定す

る劇場若しくは演芸場又は同条第4号に

規定する集会場若しくは公会堂のいず

れに該当するかの別                 

                                   

                   

(4)～(6) （略） (4)～(6) （略） 

第11条～第15条 （略） 第11条～第15条 （略） 

 

第15条の2から第15条の6まで 削除 

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特

例) 

第15条の2 軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収は、当分の間、第1章第2節の規定にか

かわらず、県が、自動車税の環境性能割の

賦課徴収の例により、行うものとする。 

2 栃木県知事は、当分の間、前項の規定に

より行う軽自動車税の環境性能割の賦課

徴収に関し、3輪以上の軽自動車が法第44

6条第1項(同条第2項において準用する場

合を含む。)又は法第451条第1項若しくは

第2項(これらの規定を同条第4項において

準用する場合を含む。)の適用を受ける3

輪以上の軽自動車に該当するかどうかの

判断をするときは、国土交通大臣の認定等

(法附則第29条の9第3項に規定する国土交

通大臣の認定等をいう。次項において同

じ。)に基づき当該判断をするものとする。 

3 栃木県知事は、当分の間、第1項の規定に

より賦課徴収を行う軽自動車税の環境性

能割につき、その納付すべき額について不
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足額があることを附則第15条の4の規定に

より読み替えられた第81条の6第1項の納

期限(納期限の延長があつたときは、その

延長された納期限)後において知つた場合

において、当該事実が生じた原因が、国土

交通大臣の認定等の申請をした者が偽り

その他不正の手段(当該申請をした者に当

該申請に必要な情報を直接又は間接に提

供した者の偽りその他不正の手段を含

む。)により国土交通大臣の認定等を受け

たことを事由として国土交通大臣が当該

国土交通大臣の認定等を取り消したこと

によるものであるときは、当該申請をした

者又はその一般承継人を当該不足額に係

る三輪以上の軽自動車について法附則第2

9条の11の規定によりその例によることと

された法第161条第1項に規定する申告書

を提出すべき当該3輪以上の軽自動車の取

得者とみなして、軽自動車税の環境性能割

に関する規定を適用する。 

4 前項の規定の適用がある場合における納

付すべき軽自動車税の環境性能割の額は、

同項の不足額に、これに100分の35の割合

を乗じて計算した金額を加算した金額と

する。 

(軽自動車税の環境性能割の非課税の特

例) 

第15条の2の2 町長は、当分の間、第81条の

2の規定にかかわらず、栃木県知事が自動

車税の環境性能割を課さない自動車に相

当するものとして町長が定める3輪以上の

軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性

能割を課さない。 

(軽自動車税の環境性能割の課税免除) 

第15条の2の3 町長は、当分の間、栃木県知
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事が自動車税の環境性能割を免除する自

動車に相当するものとして町長が定める3

輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税

の環境性能割を免除する。 

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例) 

第15条の3 町長は、当分の間、第81条の8

の規定にかかわらず、栃木県知事が自動車

税の環境性能割を減免する自動車に相当

するものとして町長が定める3輪以上の軽

自動車に対しては、軽自動車税の環境性能

割を減免する。 

(軽自動車税の環境性能割の課税免除及び

減免に係る申請の特例) 

第15条の3の2 附則第15条の2の3の規定に

より軽自動車税の環境性能割の免除を受

けようとする者は、県の自動車税の環境性

能割の免除の例により、申請書を栃木県知

事に提出しなければならない。 

2 前条の規定により軽自動車税の環境性能

割の減免を受けようとする者は、県の自動

車税の環境性能割の減免の例により、申請

書を栃木県知事に提出しなければならな

い。 

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特

例) 

第15条の4 第81条の6の規定による申告納

付については、当分の間、同条中「町長」

とあるのは、「栃木県知事」とする。 

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱

費の交付) 

第15条の5 町は、県が軽自動車税の環境性

能割の賦課徴収に関する事務を行うため

に要する費用を補償するため、法附則第2

9条の16第1項に掲げる金額の合計額を、徴

収取扱費として県に交付する。 
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(軽自動車税の環境性能割の税率の特例) 

第15条の6 営業用の3輪以上の軽自動車に

対する第81条の4の規定の適用について

は、当分の間、次の表の左欄に掲げる同条

の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 第1号 100分の1 100分の0.5 

第2号 100分の2 100分の1 

第3号 100分の3 100分の2 
 

 2 自家用の3輪以上の軽自動車に対する第8

1条の4(第3号に係る部分に限る。)の規定

の適用については、当分の間、同号中「1

00分の3」とあるのは、「100分の2」とす

る。 

(軽自動車税        の税率の特例) (軽自動車税の種別割の税率の特例) 

第16条 法附則第30条第1項に規定する3輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

最初の道路運送車両法第60条第1項後段の

規定による車両番号の指定(次項及び第3

項    において「初回車両番号指定」とい

う。)を受けた月から起算して14年を経過

した月の属する年度以後の年度分の軽自

動車税        に係る第82条の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

第16条 法附則第30条第1項に規定する3輪

以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

最初の法第444条第3項に規定する       

          車両番号の指定(次項から第4

項までにおいて「初回車両番号指定」とい

う。)を受けた月から起算して14年を経過

した月の属する年度以後の年度分の軽自

動車税の種別割に係る第82条の規定の適

用については、当分の間、次の表の左欄に

掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。 

（略） （略） 

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲

げる3輪以上の軽自動車に対する第82条の

規定の適用については、当該軽自動車が令

和7年4月1日から令和10年3月31日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には、

当該初回車両番号指定を受けた日の属す

る年度の翌年度分の軽自動車税        

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲

げる3輪以上の軽自動車に対する第82条の

規定の適用については、当該軽自動車が令

和4年4月1日から令和8年3月31日まで の

間に初回車両番号指定を受けた場合には、

当該初回車両番号指定を受けた日の属す

る年度の翌年度分の軽自動車税の種別割
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に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句とする。 

に限り、次の表の上欄に掲げる同条の規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の下欄に掲げる字句とする。 

（略） （略） 

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受け

る受ける3輪以上の同項               

に規定するガソリン軽自動車(以下この項

        において「ガソリン軽自動車」と

いう。)(営業用の乗用のものに限る。)に

対する第82条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が令和7年4月1日から

令和8年3月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には、令和8年度分     

                                    

の軽自動車税        に限り、同条第2号

ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000

円」と、同号ア(ウ)(i)中「6,900円」とあ

るのは「3,500円」とする。 

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受け

る受ける3輪以上の法第446条第1項第3号

に規定するガソリン軽自動車(以下この項

及び次項において「ガソリン軽自動車」と

いう。)(営業用の乗用のものに限る。)に

対する第82条の規定の適用については、当

該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から

令和8年3月31日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には、当該初回車両番号

指定を受けた日の属する年度の翌年度分

の軽自動車税の種別割に限り、同条第2号

ア(イ)中「3,900円」とあるのは「2,000

円」と、同号ア(ウ)(i)中「6,900円」とあ

るのは「3,500円」とする。 

（削る） 4 法附則第30条第4項の規定の適用を受け

る3輪以上のガソリン軽自動車(前項の規

定の適用を受けるものを除き、営業用の乗

用のものに限る。)に対する第82条の規定

の適用については、当該ガソリン軽自動車

が令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合に

は、当該初回車両番号指定を受けた日の属

する年度の翌年度分の軽自動車税の種別

割に限り、同条第2号ア(イ)中「3,900円」

とあるのは「3,000円」と、同号ア(ウ)(i)

中「6,900円」とあるのは「5,200円」とす

る。 

(軽自動車税        の賦課徴収の特例) (軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例) 

第16条の2 町長は、軽自動車税        の

賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前

条第2項又は第3項    の規定の適用を受

第16条の2 町長は、軽自動車税の種別割の

賦課徴収に関し、3輪以上の軽自動車が前

条第2項から第4項までの規定の適用を受
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ける3輪以上の軽自動車に該当するかどう

かの判断をするときは、国土交通大臣の認

定等(法附則第30条の2第1項に規定する国

土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。)に基づき当該判断をするものとす

る。 

ける3輪以上の軽自動車に該当するかどう

かの判断をするときは、国土交通大臣の認

定等(法附則第30条の2第1項に規定する国

土交通大臣の認定等をいう。次項において

同じ。)に基づき当該判断をするものとす

る。 

2 町長は、納付すべき軽自動車税        

の額について不足額があることを第83条

第2項の納期限(納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限)後において

知った場合において、当該事実が生じた原

因が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段(当該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接又は

間接に提供した者の偽りその他不正の手

段を含む。)により国土交通大臣の認定等

を受けたことを事由として国土交通大臣

が当該国土交通大臣の認定等を取り消し

たことによるものであるときは、当該申請

をした者又はその一般承継人を賦課期日

現在における当該不足額に係る3輪以上の

軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税

に関する規定(第87条及び第88条の規定を

除く。)を適用する。 

2 町長は、納付すべき軽自動車税の種別割

の額について不足額があることを第83条

第2項の納期限(納期限の延長があったと

きは、その延長された納期限)後において

知った場合において、当該事実が生じた原

因が、国土交通大臣の認定等の申請をした

者が偽りその他不正の手段(当該申請をし

た者に当該申請に必要な情報を直接又は

間接に提供した者の偽りその他不正の手

段を含む。)により国土交通大臣の認定等

を受けたことを事由として国土交通大臣

が当該国土交通大臣の認定等を取り消し

たことによるものであるときは、当該申請

をした者又はその一般承継人を賦課期日

現在における当該不足額に係る3輪以上の

軽自動車の所有者とみなして、軽自動車税

に関する規定(第87条及び第88条の規定を

除く。)を適用する。 

3及び4 （略） 3及び4 （略） 

(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準

の特例) 

(加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準

の特例) 

第16条の2の2 （略） 第16条の2の2 （略） 

(上場株式等に係る配当所得等に係る町民

税の課税の特例) 

(上場株式等に係る配当所得等に係る町民

税の課税の特例) 

第16条の3 （略） 第16条の3 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 
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(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第

7条の3第1項                       

の規定の適用については、第34条の6中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第16条の3第1項の規定による

町民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項前段、第34条の8、第34条の9第1項、

附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項

                      中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第16条の3第1項の規定による町民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第16条の3第1項の規定による

町民税の所得割の額の合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7

条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第16条の3第1項の規定による

町民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項前段、第34条の8、第34条の9第1項、

附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及

び附則第7条の3の2第1項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第16条の3第1項の規定による町民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第16条の3第1項の規定による

町民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町

民税の課税の特例) 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町

民税の課税の特例) 

第16条の4 （略） 第16条の4 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第

7条の3第1項                       

の規定の適用については、第34条の6中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第16条の4第1項の規定による

町民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項前段、第34条の8、第34条の9第1項、

附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項

                      中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7

条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第16条の4第1項の規定による

町民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項前段、第34条の8、第34条の9第1項、

附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及

び附則第7条の3の2第1項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則



34 
 

第16条の4第1項の規定による町民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第16条の4第1項の規定による

町民税の所得割の額の合計額」とする。 

第16条の4第1項の規定による町民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第16条の4第1項の規定による

町民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

4 （略） 4 （略） 

(長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税

の特例) 

(長期譲渡所得に係る個人の町民税の課税

の特例) 

第17条 （略） 第17条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

3 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第

7条の3第1項                       

の規定の適用については、第34条の6中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第17条第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則

第7条第1項及び附則第7条の3第1項    

                  中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第17

条第1項の規定による町民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第17条第1項の規定による町民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7

条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第17条第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則

第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附

則第7条の3の2第1項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第17

条第1項の規定による町民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第17条第1項の規定による町民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税

の課税の特例) 

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲

渡した場合の長期譲渡所得に係る町民税

の課税の特例) 

第17条の2 昭和63年度から令和11年度まで第17条の2 昭和63年度から令和8年度 まで
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の各年度分の個人の町民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第1項に規定

する譲渡所得の基因となる土地等(租税特

別措置法第31条第1項に規定する土地等を

いう。以下この条において同じ。)の譲渡

(同項に規定する譲渡をいう。以下この条

において同じ。)をした場合において、当

該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附

則第34条の2第1項に規定する優良住宅地

等のための譲渡をいう。)に該当するとき

における前条第1項に規定する譲渡所得

(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除

く。次項において同じ。)に係る課税長期

譲渡所得金額に対して課する町民税の所

得割の額は、前条第1項の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める金額に相当する額とす

る。 

の各年度分の個人の町民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第1項に規定

する譲渡所得の基因となる土地等(租税特

別措置法第31条第1項に規定する土地等を

いう。以下この条において同じ。)の譲渡

(同項に規定する譲渡をいう。以下この条

において同じ。)をした場合において、当

該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(法附

則第34条の2第1項に規定する優良住宅地

等のための譲渡をいう。)に該当するとき

における前条第1項に規定する譲渡所得

(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除

く。次項において同じ。)に係る課税長期

譲渡所得金額に対して課する町民税の所

得割の額は、前条第1項の規定にかかわら

ず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、

当該各号に定める金額に相当する額とす

る。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

2 前項の規定は、昭和63年度から令和11年

度までの各年度分の個人の町民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第1項

に規定する譲渡所得の基因となる土地等

の譲渡をした場合において、当該譲渡が確

定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附

則第34条の2第6項に規定する確定優良住

宅地等予定地のための譲渡をいう。以下こ

の項において同じ。)に該当するときにお

ける前条第1項に規定する譲渡所得に係る

課税長期譲渡所得金額に対して課する町

民税の所得割について準用する。この場合

において、当該譲渡が、法附則第34条の2

第12項の規定に該当することとなるとき

は、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡ではなかったものとみなす。 

2 前項の規定は、昭和63年度から令和8年度

 までの各年度分の個人の町民税に限り、

所得割の納税義務者が前年中に前条第1項

に規定する譲渡所得の基因となる土地等

の譲渡をした場合において、当該譲渡が確

定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附

則第34条の2第5項に規定する確定優良住

宅地等予定地のための譲渡をいう。以下こ

の項において同じ。)に該当するときにお

ける前条第1項に規定する譲渡所得に係る

課税長期譲渡所得金額に対して課する町

民税の所得割について準用する。この場合

において、当該譲渡が、法附則第34条の2

第10項の規定に該当することとなるとき

は、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡ではなかったものとみなす。 
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3 （略） 3 （略） 

4 第1項(第2項において準用する場合を含

む。)の場合において、所得割の納税義務

者が、租税特別措置法第31条の2第2項第1

3号から第15号までに掲げる土地等の譲渡

に該当するものをしたときにおけるその

譲渡をした土地等がその譲渡をした時に

おいて地すべり等防止法(昭和33年法律第

30号)第3条第1項の地すべり防止区域、急

傾斜地の崩壊による災害の防止に関する

法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の

急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域

等における土砂災害防止対策の推進に関

する法律(平成12年法律第57号)第9条第1

項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市

河川浸水被害対策法(平成15年法律第77

号)第56条第1項の浸水被害防止区域内に

あるときは、当該土地等の譲渡は、第1項

又は第2項に規定する優良住宅地等のため

の譲渡又は確定優良住宅地等予定地のた

めの譲渡に該当しないものとみなす。 

（新設） 

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る個人の町民税の課税の特例) 

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所

得に係る個人の町民税の課税の特例) 

第17条の3 （略） 第17条の3 （略） 

(短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税

の特例) 

(短期譲渡所得に係る個人の町民税の課税

の特例) 

第18条 （略） 第18条 （略） 

2～4 （略） 2～4 （略） 

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

5 第1項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第

7条の3第1項                       

の規定の適用については、第34条の6中

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7

条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6中
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「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第18条第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則

第7条第1項及び附則第7条の3第1項    

                  中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第18

条第1項の規定による町民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第18条第1項の規定による町民税の所得

割の額の合計額」とする。 

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第18条第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則

第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附

則第7条の3の2第1項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第18

条第1項の規定による町民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第18条第1項の規定による町民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の町民税の課税の特例) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の町民税の課税の特例) 

第19条 （略） 第19条 （略） 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第

7条の3第1項                       

の規定の適用については、第34条の6中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第19条第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則

第7条第1項及び附則第7条の3第1項    

                  中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第19

条第1項の規定による町民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条第1項の規定による町民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7

条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第19条第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則

第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附

則第7条の3の2第1項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第19

条第1項の規定による町民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条第1項の規定による町民税の所得

割の額の合計額」とする。 
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(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の町民税の課税の特例) 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人

の町民税の課税の特例) 

第19条の2 （略） 第19条の2 （略） 

(特定暗号資産に係る譲渡所得等に係る個

人の町民税の課税の特例) 

第19条の3 当分の間、所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第38条の2第1

項に規定する事業所得、譲渡所得又は雑所

得を有する場合には、当該事業所得、譲渡

所得及び雑所得については、第33条第1項

及び第2項並びに第34条の3の規定にかか

わらず、他の所得と区分し、前年中の当該

事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所

得の金額として令附則第18条の6の4で定

めるところにより計算した金額(以下この

項において「特定暗号資産に係る譲渡所得

等の金額」という。)に対し、特定暗号資

産に係る課税譲渡所得等の金額(特定暗号

資産に係る譲渡所得等の金額(次項第1号

の規定により読み替えて適用される第34

条の2の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当

する金額に相当する町民税の所得割を課

する。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) 第34条の2の規定の適用については、

同条中「総所得金額」とあるのは、「総

所得金額、附則第19条の3第1項に規定す

る特定暗号資産に係る譲渡所得等の金

額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第

7条の3第1項の規定の適用については、

（新設） 
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第34条の6中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第19条の3第1項

の規定による町民税の所得割の額」と、

第34条の7第1項前段、第34条の8、第34

条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第

7条の3第1項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第19条の3第1

項の規定による町民税の所得割の額」

と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第19

条の3第1項の規定による町民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(3) 第35条の規定の適用については、同

条中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第19条の3

第1項に規定する特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」と、「若しくは山林所

得金額」とあるのは「、山林所得金額若

しくは附則第19条の3第1項に規定する

特定暗号資産に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

(4) 附則第5条の規定の適用については、

同条第1項中「山林所得金額」とあるの

は「山林所得金額並びに附則第19条の3

第1項に規定する特定暗号資産に係る譲

渡所得等の金額」と、同条第2項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並び

に附則第19条の3第1項の規定による町

民税の所得割の額」とする。 

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の町

民税の課税の特例) 

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の町

民税の課税の特例) 

第20条 （略） 第20条 （略） 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 
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(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第

7条の3第1項                       

の規定の適用については、第34条の6中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則

第7条第1項及び附則第7条の3第1項    

                  中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20

条第1項の規定による町民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第20条第1項の規定による町民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7

条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項、附則

第7条第1項、附則第7条の3第1項及び附

則第7条の3の2第1項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20

条第1項の規定による町民税の所得割の

額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第20条第1項の規定による町民税の所得

割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の町民税の課税の特例) 

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の町民税の課税の特例) 

第20条の2 （略） 第20条の2 （略） 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項並びに附則第7条第1項及び

第7条の3第1項                  の規

定の適用については、第34条の6中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第20条の2第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項並びに

附則第7条第1項及び第7条の3第1項    

              中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第20条の2

第1項の規定による町民税の所得割の

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7

条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規

定の適用については、第34条の6中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第20条の2第1項の規定による町民

税の所得割の額」と、第34条の7第1項前

段、第34条の8、第34条の9第1項並びに

附則第7条第1項、第7条の3第1項及び第7

条の3の2第1項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第20条の2

第1項の規定による町民税の所得割の
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額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第20条の2第1項の規定による町民税の

所得割の額の合計額」とする。 

額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第20条の2第1項の規定による町民税の

所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

3及び4 （略） 3及び4 （略） 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項並びに附則第7条第1項及び

第7条の3第1項                  の規

定の適用については、第34条の6中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第20条の2第3項後段の規定による

町民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項前段、第34条の8、第34条の9第1項並

びに附則第7条第1項及び第7条の3第1項

                  中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20

条の2第3項後段の規定による町民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の2第3項後段の規定に

よる町民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項並びに附則第7条第1項、第7

条の3第1項及び第7条の3の2第1項の規

定の適用については、第34条の6中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額及び

附則第20条の2第3項後段の規定による

町民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項前段、第34条の8、第34条の9第1項並

びに附則第7条第1項、第7条の3第1項及

び第7条の3の2第1項中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第20

条の2第3項後段の規定による町民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の2第3項後段の規定に

よる町民税の所得割の額の合計額」とす

る。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の町民税の課税の特例) 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の町民税の課税の特例) 

第20条の3 （略） 第20条の3 （略） 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項及び第7条

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、附則第7条第1項、附則第7
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の3第1項                          

の規定の適用については、第34条の6中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の2第1項の規定による

町民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項前段、第34条の8、第34条の9第1項、

附則第7条第1項及び第7条の3第1項    

                      中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第20条の2第1項の規定による町民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の2第1項の規定による

町民税の所得割の額の合計額」とする。 

条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項

の規定の適用については、第34条の6中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の2第1項の規定による

町民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項前段、第34条の8、第34条の9第1項、

附則第7条第1項、附則第7条の3第1項及

び附則第7条の3の2第1項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第20条の2第1項の規定による町民税の

所得割の額」と、第34条の7第1項後段中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第20条の2第1項の規定による

町民税の所得割の額の合計額」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

3及び4 （略） 3及び4 （略） 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項並びに附則第7条第1項及び

第7条の3第1項                      

   の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第20条の3第3項後段の規定

による町民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9

第1項並びに附則第7条第1項及び第7条

の3第1項                          

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第20条の3第3項後段の規

定による町民税の所得割の額」と、第3

4条の7第1項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第20条の3

第3項後段の規定による町民税の所得割

(2) 第34条の6から第34条の8まで、第34

条の9第1項、    附則第7条第1項、附則

第7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1

項の規定の適用については、第34条の6

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第20条の2第3項    の規定

による町民税の所得割の額」と、第34

条の7第1項前段、第34条の8、第34条の9

第1項、    附則第7条第1項、附則第7

条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項

中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第20条の2第3項    の規

定による町民税の所得割の額」と、第3

4条の7第1項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第20条の2

第3項    の規定による町民税の所得割
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の額の合計額」                      

                                   

          とする。 

の額の合計額」と、第34条の9第1項中「第

33条第4項」とあるのは「附則第20条の2

第4項」とする。 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

6 （略） 6 （略） 

第21条～第25条 （略） 第21条～第25条 （略） 

附 則 

(施行期日) 

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第36条の2第1項ただし書、第36条の3の2及び第36条の3の3の改正規定並びに附則第6

条の改正規定及び附則第7条の3の2第1項の改正規定(「令和20年度」を「令和25年度」

に改める部分及び「令和7年」を「令和12年」に改める部分に限る。)並びに次条第1

項及び第2項の規定 令和9年1月1日 

(2) 第63条の改正規定及び附則第3条第2項の規定 令和9年4月1日 

(3) 第34条の7第2項の改正規定並びに附則第7条の4の改正規定(「附則第5条の6第2項」

を「附則第5条の6第3項又は第4項」に改める部分に限る。)、附則第9条の2の改正規定

及び附則第17条の2の改正規定(同条第1項及び第2項中「令和8年度」を「令和11年度」

に改める部分を除く。)並びに次条第4項の規定 令和10年1月1日 

(4) 附則第7条の4の改正規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び附則第19条の2の次に

1条を加える改正規定並びに次条第3項及び第5項の規定 金融商品取引法及び資金決

済に関する法律の一部を改正する法律(令和8年法律第 号)の施行の日の属する年の

翌々年の1月1日 

(町民税に関する経過措置) 

第2条 この条例による改正後の町税条例(以下「新条例」という。)第36条の3の3第1項

及び第2項の規定は、前条第1号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき公的

年金等について提出する新条例第36条の3の3第1項の規定による申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例による改正前の

町税条例第36条の3の3第1項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

2 前条第1号に掲げる規定による改正後の町税条例附則第7条の3第1項及び第2項の規定
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は、町民税の所得割の納税義務者が令和8年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する

法律(令和8年法律第12号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第7条

の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条第1項に規定する

居住用家屋(同条第16項の規定により同条第1項に規定する居住用家屋とみなされる同

条第16項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第17項の規定に

より同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第17項に規定する特例既存住宅

及び同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第35項

に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第17項の規定

により同条第1項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第17項に規定する

特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限

る。)又は同条第6項に規定する認定住宅等(同条第18項の規定により同条第6項に規定

する認定住宅等とみなされる同条第18項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第

1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、町民税の所

得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第7条の規定による改正前の租税特別

措置法第41条第1項に規定する居住用家屋(同条第20項の規定により同条第1項に規定

する居住用家屋とみなされる同条第20項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは

既存住宅(同条第35項の規定により同条第1項に規定する既存住宅とみなされる同条第

35項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等

に係る部分に限る。)又は同条第10項に規定する認定住宅等(同条第21項の規定により

同条第10項に規定する認定住宅等とみなされる同条第21項に規定する特例認定住宅等

を含む。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について

は、なお従前の例による。 

3 前条第4号に掲げる規定による改正後の町税条例附則第7条の4の規定は、同号に掲げ

る規定の施行の日(以下この項及び第5項において「4号施行日」という。)の属する年

度の翌年度以後の年度分の個人の町民税について適用し、4号施行日の属する年度分ま

での個人の町民税については、なお従前の例による。 

4 新条例附則第17条の2第4項の規定は、町民税の所得割の納税義務者が前条第3号に掲

げる規定の施行の日以後に行う新条例附則第17条の2第1項の土地等の譲渡について適

用する。 
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5 新条例附則第19条の3の規定は、4号施行日の属する年度の翌年度以後の年度分の個人

の町民税について適用する。 

(固定資産税に関する経過措置) 

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、令和

8年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和7年度分までの固定資産税につ

いては、なお従前の例による。 

2 新条例第63条の規定は、令和9年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和8

年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

3 令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間に新たに取得された地方税法等の一部を

改正する法律(令和8年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律

第226号。次項において「旧法」という。)附則第15条第25項に規定する特定再生可能

エネルギー発電設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

(軽自動車税に関する経過措置) 

第4条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和8年度以後の年度分の軽自動車

税について適用する。 

2 この条例の施行の日前の3輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境

性能割については、なお従前の例による。 

3 令和7年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

 





議案第２号  

那須町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処  

分について  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し承認を求める。  

令和８年６月１日提出  

那須町長 平 山 幸 宏  



専 決 処 分 書  

那須町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治

法第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分をする。  

令和８年３月３１日  

那須町長 平 山 幸 宏 
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那須町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

那須町国民健康保険税条例(昭和34年条例第12号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

那須町国民健康保険税条例 那須町国民健康保険税条例 

昭和34年4月1日 昭和34年4月1日 

条例第12号 条例第12号 

(納税義務者) (納税義務者) 

第1条 （略） 第1条 （略） 

(課税額) (課税額) 

第2条 前条の者に対して課する国民健康保

険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定

した次に掲げる額の合算額とする。 

第2条 前条の者に対して課する国民健康保

険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属

する国民健康保険の被保険者につき算定

した次に掲げる額の合算額とする。 

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、

国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する国民健康保険事業に要する

費用(国民健康保険法(昭和33年法律第1

92号)の規定による国民健康保険事業費

納付金(以下この条において「国民健康

保険事業費納付金」という。)の納付に

要する費用のうち、県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢

者の医療の確保に関する法律(昭和57年

法律第80号)の規定による後期高齢者支

援金等(以下この条において「後期高齢

者支援金等」という。)、   介護保険法

(平成9年法律第123号)の規定による納

付金(以下この条において「介護納付金」

という。)及び子ども・子育て支援法(平

成24年法律第65号)の規定による子ど

も・子育て支援納付金(以下この条にお

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、

国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する国民健康保険事業に要する

費用(国民健康保険法(昭和33年法律第1

92号)の規定による国民健康保険事業費

納付金(以下この条において「国民健康

保険事業費納付金」という。)の納付に

要する費用のうち、県の国民健康保険に

関する特別会計において負担する高齢

者の医療の確保に関する法律(昭和57年

法律第80号)の規定による後期高齢者支

援金等(以下この条において「後期高齢

者支援金等」という。)及び介護保険法

(平成9年法律第123号)の規定による納

付金(以下この条において「介護納付金」

という。)   
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いて「子ども・子育て支援納付金」とい

う。)の納付に要する費用に充てる部分

を除く。)に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。) 

                                   

    の納付に要する費用に充てる部分

を除く。)に充てるための国民健康保険

税の課税額をいう。以下同じ。) 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

(4) 子ども・子育て支援納付金課税額(国

民健康保険税のうち、国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用(県の国民

健康保険に関する特別会計において負

担する子ども・子育て支援納付金の納付

に要する費用に充てる部分に限る。)に

充てるための国民健康保険税の課税額

をいう。以下同じ。) 

（新設） 

2 （略） 2 （略） 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)

及びその世帯に属する国民健康保険の被

保険者につき算定した所得割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が26万円

を超えた場合においては、後期高齢者支援

金等課税額は、26万円とする。 

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)

及びその世帯に属する              被

保険者につき算定した所得割額並びに被

保険者均等割額及び世帯別平等割額の合

算額とする。ただし、当該合算額が26万円

を超えた場合においては、後期高齢者支援

金等課税額は、26万円とする。 

4 （略） 4 （略） 

5 第1項第4号の子ども・子育て支援納付金

課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除

く。)及びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した所得割額並び

に被保険者均等割額及び世帯別平等割額

の合算額に、当該世帯に属する18歳以上被

保険者(地方税法(昭和25年法律第226号。

以下「法」という。)第703条の4第30項に

規定する18歳以上被保険者をいう。以下同

じ。)につき算定した18歳以上被保険者均

等割額を加算した額とする。ただし、加算

後の額が3万円を超える場合においては、

（新設） 
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子ども・子育て支援納付金課税額は、3万

円とする。 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の所得割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の所得割額) 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る法         

                                     

第314条の2第1項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合計額から同条第2項の

規定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除

後の総所得金額等」という。)に100分の6.

3を乗じて算定する。 

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の

属する年の前年の所得に係る地方税法(昭

和25年法律第226号。以下「法」という。)

第314条の2第1項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合計額から同条第2項の

規定による控除をした後の総所得金額及

び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除

後の総所得金額等」という。)に100分の6.

3を乗じて算定する。 

2 （略） 2 （略） 

第4条及び第5条 （略） 第4条及び第5条 （略） 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額) 

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税

額の世帯別平等割額) 

第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、

次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

第5条の2 第2条第2項の世帯別平等割額は、

次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民

健康保険法第6条第8号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続し

て同一の世帯に属するものをいう。以下

同じ。)と同一の世帯に属する被保険者

が属する世帯であって同日の属する月

(以下この号において「特定月」という。)

以後5年を経過する月までの間にあるも

の(当該世帯に他の被保険者がいない場

合に限る。)をいう。次号、第7条の3、

第9条の7及び第21条第1項において同

じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所

属者と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であって特定月以後5年を経

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民

健康保険法第6条第8号の規定により被

保険者の資格を喪失した者であって、当

該資格を喪失した日の前日以後継続し

て同一の世帯に属するものをいう。以下

同じ。)と同一の世帯に属する被保険者

が属する世帯であって同日の属する月

(以下この号において「特定月」という。)

以後5年を経過する月までの間にあるも

の(当該世帯に他の被保険者がいない場

合に限る。)をいう。次号、第7条の3   

       及び第21条第1項において同

じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所

属者と同一の世帯に属する被保険者が

属する世帯であって特定月以後5年を経
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過する月の翌月から特定月以後8年を経

過する月までの間にあるもの(当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。)

をいう。第3号、第7条の3、第9条の7及

び第21条第1項において同じ。)以外の世

帯 14,800円 

過する月の翌月から特定月以後8年を経

過する月までの間にあるもの(当該世帯

に他の被保険者がいない場合に限る。)

をいう。第3号、第7条の3          及

び第21条第1項において同じ。)以外の世

帯 14,800円 

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略） 

第6条～第9条の3 （略） 第6条～第9条の3 （略） 

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の所得割額) 

第9条の4 第2条第5項の所得割額は、基礎控

除後の総所得金額等に100分の0.23を乗じ

て算定する。 

（新設） 

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の被保険者均等

割額) 

第9条の5 第2条第5項の被保険者均等割額

は、被保険者1人について1,200円とする。 

（新設） 

(18歳以上被保険者に係る子ども・子育て

支援納付金課税額の18歳以上被保険者均

等割額) 

第9条の6 第2条第5項の18歳以上被保険者

均等割額は、18歳以上被保険者1人につい

て100円とする。 

（新設） 

(国民健康保険の被保険者に係る子ども・

子育て支援納付金課税額の世帯別平等割

額) 

第9条の7 第2条第5項の世帯別平等割額は、

次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世

帯 800円 

(2) 特定世帯 400円 

(3) 特定継続世帯 600円 

（新設） 

第10条～第20条 （略） 第10条～第20条 （略） 
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(国民健康保険税の減額) (国民健康保険税の減額) 

第21条 次の各号の一に掲げる国民健康保

険税の納税義務者に対して課する国民健

康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課

税額からア及びイに掲げる額を減額して

得た額(当該減額して得た額が66万円を超

える場合には、66万円)、同条第3項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及びエ

に掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が26万円を超える場合には、26

万円)、     同条第4項本文の介護納付金

課税額からオ及びカに掲げる額を減額し

て得た額(当該減額して得た額が17万円を

超える場合には、17万円)並びに同条第5

項本文の子ども・子育て支援納付金課税額

からキからケまでに掲げる額を減額して

得た額(当該減額して得た額が3万円を超

える場合には、3万円)の合算額とする。 

第21条 次の各号の一に掲げる国民健康保

険税の納税義務者に対して課する国民健

康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課

税額からア及びイに掲げる額を減額して

得た額(当該減額して得た額が66万円を超

える場合には、66万円)、同条第3項本文の

後期高齢者支援金等課税額からウ及びエ

に掲げる額を減額して得た額(当該減額し

て得た額が26万円を超える場合には、26

万円)並びに同条第4項本文の介護納付金

課税額からオ及びカに掲げる額を減額し

て得た額(当該減額して得た額が17万円を

超える場合には、17万円)               

                                     

                                     

                                     

                   の合算額とする。 

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

3万円(納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得を有す

る者(前年中に法第703条の5第1項に規

定する総所得金額に係る所得税法(昭和

40年法律第33号)第28条第1項に規定す

る給与所得について同条第3項に規定す

る給与所得控除額の控除を受けた者(同

条第1項に規定する給与等の収入金額が

55万円を超える者に限る。)をいう。以

下この号において同じ。)の数及び公的

年金等に係る所得を有する者(前年中に

法第703条の5第1項に規定する総所得金

額に係る所得税法第35条第3項に規定す

る公的年金等に係る所得について同条

(1) 法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

3万円(納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得を有す

る者(前年中に法第703条の5第1項に規

定する総所得金額に係る所得税法(昭和

40年法律第33号)第28条第1項に規定す

る給与所得について同条第3項に規定す

る給与所得控除額の控除を受けた者(同

条第1項に規定する給与等の収入金額が

55万円を超える者に限る。)をいう。以

下この号において同じ。)の数及び公的

年金等に係る所得を有する者(前年中に

法第703条の5第1項に規定する総所得金

額に係る所得税法第35条第3項に規定す

る公的年金等に係る所得について同条
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第4項に規定する公的年金等控除額の控

除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が60万

円を超える者に限り、年齢65歳以上の者

にあっては当該公的年金等の収入金額

が110万円を超える者に限る。)をいい、

給与所得を有する者を除く。)の数の合

計数(以下この条において「給与所得者

等の数」という。)が2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数か

ら1を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加算した金額)を超えない世帯に係

る納税義務者 

第4項に規定する公的年金等控除額の控

除を受けた者(年齢65歳未満の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額が60万

円を超える者に限り、年齢65歳以上の者

にあっては当該公的年金等の収入金額

が110万円を超える者に限る。)をいい、

給与所得を有する者を除く。)の数の合

計数(以下この条において「給与所得者

等の数」という。)が2以上の場合にあっ

ては、43万円に当該給与所得者等の数か

ら1を減じた数に10万円を乗じて得た金

額を加算した金額)を超えない世帯に係

る納税義務者 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 

被保険者(第1条第2項に規定する

世帯主を除く。) 

1人について840円 

（新設） 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の18歳以上被

保険者均等割額 

18歳以上被保険者(第1条第2項に

規定する世帯主を除く。) 

1人について70円 

（新設） 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 560円 

(2) 特定世帯 280円 

(3) 特定継続世帯 420円 

（新設） 
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(2) 法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

3万円(納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が2以上の場合にあっては、43万円に

当該給与所得者等の数から1を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額)に被保険者及び特定同一世帯所属

者1人につき31万円   を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者(前号

に該当する者を除く。) 

(2) 法第703条の5第1項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

3万円(納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が2以上の場合にあっては、43万円に

当該給与所得者等の数から1を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額)に被保険者及び特定同一世帯所属

者1人につき30万5千円を加算した金額

を超えない世帯に係る納税義務者(前号

に該当する者を除く。) 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 

被保険者(第1条第2項に規定する

世帯主を除く。) 

1人について600円 

（新設） 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の18歳以上被

保険者均等割額 

18歳以上被保険者(第1条第2項に

規定する世帯主を除く。) 

1人について50円 

（新設） 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 400円 

(2) 特定世帯 200円 

(3) 特定継続世帯 300円 

（新設） 

(3) 法第703条の5第1項に規定する総所 (3) 法第703条の5第1項に規定する総所



8 
 

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

3万円(納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が2以上の場合にあっては、43万円に

当該給与所得者等の数から1を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額)に被保険者及び特定同一世帯所属

者1人につき57万円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者(前2号に

該当する者を除く。) 

得金額及び山林所得金額の合算額が、4

3万円(納税義務者並びにその世帯に属

する国民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得者等の

数が2以上の場合にあっては、43万円に

当該給与所得者等の数から1を減じた数

に10万円を乗じて得た金額を加算した

金額)に被保険者及び特定同一世帯所属

者1人につき56万円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者(前2号に

該当する者を除く。) 

ア～カ （略） ア～カ （略） 

キ 国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の被

保険者均等割額 

被保険者(第1条第2項に規定する

世帯主を除く。) 

1人について240円 

（新設） 

ク 18歳以上被保険者に係る子ども・子

育て支援納付金課税額の18歳以上被

保険者均等割額 

18歳以上被保険者(第1条第2項に

規定する世帯主を除く。) 

1人について20円 

（新設） 

ケ 国民健康保険の被保険者に係る子

ども・子育て支援納付金課税額の世

帯別平等割額 

次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額 

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 160円 

(2) 特定世帯 80円 

(3) 特定継続世帯 120円 

（新設） 

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世

帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31

2 国民健康保険税の納税義務者の属する世

帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31
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日以前である被保険者(以下「未就学児」

という。)がある場合における当該納税義

務者に対して課する被保険者均等割額(当

該納税義務者の世帯に属する未就学児に

つき算定した被保険者均等割額(前項に規

定する金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者均等割

額)に限る。)は、当該被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額を減額して得た額

とする。 

日以前である被保険者(以下「未就学児」

という。)がある場合における当該納税義

務者に対して課する被保険者均等割額(当

該納税義務者の世帯に属する未就学児に

つき算定した被保険者均等割額(前項に規

定する金額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者均等割

額)に限る。)は、当該被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額を減額して得た額

とする。 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ未就学児

1人について次に定める額 

(1) 国民健康保険の被保険者に係る基礎

課税額の被保険者均等割額 次に掲げ

る世帯の区分に応じ、それぞれ子ども  

1人について次に定める額 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ未就学児1人について次に定める

額 

(2) 国民健康保険の被保険者に係る後期

高齢者支援金等課税額の被保険者均等

割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれ子ども  1人について次に定める

額 

ア～エ （略） ア～エ （略） 

(3) 国民健康保険の被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の被保険者

均等割額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ未就学児1人について次に

定める額 

ア 前項第1号キに規定する金額を減額

した世帯 180円 

イ 前項第2号キに規定する金額を減額

した世帯 300円 

ウ 前項第3号キに規定する金額を減額

した世帯 480円 

エ アからウまでに掲げる世帯以外の

世帯 600円 

（新設） 
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3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地

方税法施行令第56条の89第4項に規定する

出産被保険者(以下「出産被保険者」とい

う。)が属する場合における当該納税義務

者に対して課する所得割額並びに被保険

者均等割額及び18歳以上被保険者均等割

額(第1項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額及び18歳以上被保険者均等

割額)は、当該所得割額並びに被保険者均

等割額及び18歳以上被保険者均等割額か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額を減額して得た額

とする。 

3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地

方税法施行令第56条の89第4項に規定する

出産被保険者(以下「出産被保険者」とい

う。)が属する場合における当該納税義務

者に対して課する所得割額及び  被保険

者均等割額                           

  (第1項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額                         

    )は、当該所得割額及び  被保険者均

等割額                            か

ら、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞ

れ当該各号に定める額を減額して得た額

とする。 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る

基礎課税額の所得割額 当該出産被保

険者につき第3条の規定により算定した

所得割額の12分の1の額に、当該出産被

保険者の出産の予定日(地方税法施行規

則第24条の30の6に定める場合には、出

産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出

産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の

場合には、3月前)から出産予定月の翌々

月までの期間(以下「産前産後期間」と

いう。)のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る

基礎課税額の所得割額 当該出産被保

険者につき第3条の規定により算定した

所得割額の12分の1の額に、当該出産被

保険者の出産の予定日(地方税法施行規

則第24条の30の5に定める場合には、出

産の日。以下同じ。)の属する月(以下「出

産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の

場合には、3月前)から出産予定月の翌々

月までの期間(以下「産前産後期間」と

いう。)のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略） 

(7) 国民健康保険の出産被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の所得

割額 当該出産被保険者につき第9条の

4の規定により算定した所得割額の12分

の1の額に、当該出産被保険者の産前産

後期間のうち当該年度に属する月数を

乗じて得た額 

（新設） 

(8) 国民健康保険の出産被保険者に係る（新設） 
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子ども・子育て支援納付金課税額の被保

険者均等割額 当該出産被保険者につ

き第9条の5の規定により算定した被保

険者均等割額(第1項に規定する金額を

減額するものとした場合にあっては、そ

の減額後の被保険者均等割額)の12分の

1の額に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月数を乗

じて得た額 

(9) 国民健康保険の出産被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の18

歳以上被保険者均等割額 当該出産被

保険者につき第9条の6の規定により算

定した18歳以上被保険者均等割額(第1

項に規定する金額を減額するものとし

た場合にあっては、その減額後の18歳以

上被保険者均等割額)の12分の1の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のう

ち当該年度に属する月数を乗じて得た

額 

（新設） 

4 国民健康保険税の納税義務者の属する世

帯内に18歳に達する日以後の最初の3月31

日以前である被保険者(以下「18歳未満被

保険者」という。)がある場合における当

該納税義務者に対して課する子ども・子育

て支援納付金課税額の被保険者均等割額

(当該納税義務者の世帯に属する18歳未満

被保険者につき算定した被保険者均等割

額(前3項に規定する金額を減額するもの

とした場合にあっては、その減額後の被保

険者均等割額)に限る。)は、当該被保険者

均等割額から、当該被保険者均等割額に相

当する額を減額して得た額とする。 

（新設） 

第21条の2～第25条 （略） 第21条の2～第25条 （略） 

附 則 附 則 
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1及び2 （略） 1及び2 （略） 

(上場株式等に係る配当所得に係る国民健

康保険税の課税の特例) 

(上場株式等に係る配当所得に係る国民健

康保険税の課税の特例) 

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第33条の2第5項の配当所得等

を有する場合における第3条、第6条、第8

条、第9条の4及び第21条の規定の適用につ

いては、第3条第1項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第33条の2第5項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」と、「同条第2

項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附則第

33条の2第5項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額」と、第21条第1項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第33条の2第5項

に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額」とする。 

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第33条の2第5項の配当所得等

を有する場合における第3条、第6条、第8

条         及び第21条の規定の適用につ

いては、第3条第1項中「及び山林所得金額」

とあるのは「及び山林所得金額並びに法附

則第33条の2第5項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」と、「同条第2

項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法附則第

33条の2第5項に規定する上場株式等に係

る配当所得等の金額」と、第21条第1項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第33条の2第5項

に規定する上場株式等に係る配当所得等

の金額」とする。 

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課

税の特例) 

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課

税の特例) 

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が、法附則第34条第4項の譲渡所得を有

する場合における第3条、第6条、第8条、

第9条の4及び第21条の規定の適用につい

ては、第3条第1項中「及び山林所得金額の

合計額から同条第2項」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第34条第4項に

規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措

置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1

項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の

2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、

4 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が、法附則第34条第4項の譲渡所得を有

する場合における第3条、第6条、第8条   

        及び第21条の規定の適用につい

ては、第3条第1項中「及び山林所得金額の

合計額から同条第2項」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第34条第4項に

規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措

置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1

項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の

2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、
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第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第3

6条の規定に該当する場合には、これらの

規定の適用により同法第31条第1項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額。以下この項において

「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)

の合計額から法第314条の2第2項」と、「及

び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及

び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡

所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得の金額又は法附則第34条第4項に規

定する長期譲渡所得の金額」と、第21条第

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34条第4項

に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第3

6条の規定に該当する場合には、これらの

規定の適用により同法第31条第1項に規定

する長期譲渡所得の金額から控除する金

額を控除した金額。以下この項において

「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)

の合計額から法第314条の2第2項」と、「及

び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及

び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡

所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得の金額又は法附則第34条第4項に規

定する長期譲渡所得の金額」と、第21条第

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34条第4項

に規定する長期譲渡所得の金額」とする。 

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課

税の特例) 

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課

税の特例) 

5 （略） 5 （略） 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例) 

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例) 

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第35条の2第5項の一般株式等

に係る譲渡所得等を有する場合における

第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第21

条の規定の適用については、第3条第1項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第35条の2第5項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法

第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第35条の2第5項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第35条の2第5項の一般株式等

に係る譲渡所得等を有する場合における

第3条、第6条、第8条          及び第21

条の規定の適用については、第3条第1項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第35条の2第5項

に規定する一般株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法

第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第35条の2第5項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金
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額」と、第21条第1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第35条の2第5項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

額」と、第21条第1項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第35条の2第5項に規定する一般株

式等に係る譲渡所得等の金額」とする。 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例) 

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民

健康保険税の課税の特例) 

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式

等に係る譲渡所得等を有する場合におけ

る第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第2

1条の規定の適用については、第3条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の2の2

第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、「同条第2項」とあるの

は「法第314条の2第2項」と、同条第2項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第35条の2の2

第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、第21条第1項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式

等に係る譲渡所得等を有する場合におけ

る第3条、第6条、第8条          及び第2

1条の規定の適用については、第3条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第35条の2の2

第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、「同条第2項」とあるの

は「法第314条の2第2項」と、同条第2項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第35条の2の2

第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額」と、第21条第1項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

とする。 

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例) 

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康

保険税の課税の特例) 

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲

渡所得又は雑所得を有する場合における

第3条、第6条、第8条、第9条の4及び第21

条の規定の適用については、第3条第1項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第35条の4第4項

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲

渡所得又は雑所得を有する場合における

第3条、第6条、第8条          及び第21

条の規定の適用については、第3条第1項中

「及び山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第35条の4第4項
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に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、「同条第2項」とあるのは「法第3

14条の2第2項」と、同条第2項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第35条の4第4項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

第21条第1項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第

35条の4第4項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」とする。 

に規定する先物取引に係る雑所得等の金

額」と、「同条第2項」とあるのは「法第3

14条の2第2項」と、同条第2項中「又は山

林所得金額」とあるのは「若しくは山林所

得金額又は法附則第35条の4第4項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」と、

第21条第1項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法附則第

35条の4第4項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」とする。 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例) 

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国

民健康保険税の課税の特例) 

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第33条の3第5項の事業所得又

は雑所得を有する場合における第3条、第6

条、第8条、第9条の4及び第21条の規定の

適用については、第3条第1項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第33条の3第5項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額」と、「同

条第2項」とあるのは「法第314条の2第2

項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第33条の3第5項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額」と、第21条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第33条の3第5

項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」とする。 

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属

者が法附則第33条の3第5項の事業所得又

は雑所得を有する場合における第3条、第6

条、第8条          及び第21条の規定の

適用については、第3条第1項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第33条の3第5項に規定する

土地等に係る事業所得等の金額」と、「同

条第2項」とあるのは「法第314条の2第2

項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は法

附則第33条の3第5項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額」と、第21条第1項

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第33条の3第5

項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」とする。 

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互
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主義による所得税等の非課税等に関する

法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に

規定する特例適用利子等、同法第12条第5

項に規定する特例適用利子等又は同法第1

6条第2項に規定する特例適用利子等に係

る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所

得及び雑所得を有する場合における第3

条、第6条、第8条、第9条の4及び第21条第

1項の規定の適用については、第3条第1項

中「山林所得金額の合計額から同条第2項」

とあるのは「山林所得金額並びに外国居住

者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律(昭和37年法

律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項

及び第16条第2項において準用する場合を

含む。)に規定する特例適用利子等の額(以

下この条及び第21条第1項において「特例

適用利子等の額」という。)の合計額から

法第314条の2第2項」と、「山林所得金額

の合計額(」とあるのは「山林所得金額並

びに特例適用利子等の額の合計額(」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は特例適用

利子等の額」と、第21条第1項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに

特例適用利子等の額」とする。 

主義による所得税等の非課税等に関する

法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に

規定する特例適用利子等、同法第12条第5

項に規定する特例適用利子等又は同法第1

6条第2項に規定する特例適用利子等に係

る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所

得及び雑所得を有する場合における第3

条、第6条、第8条          及び第21条第

1項の規定の適用については、第3条第1項

中「山林所得金額の合計額から同条第2項」

とあるのは「山林所得金額並びに外国居住

者等の所得に対する相互主義による所得

税等の非課税等に関する法律(昭和37年法

律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項

及び第16条第2項において準用する場合を

含む。)に規定する特例適用利子等の額(以

下この条及び第21条第1項において「特例

適用利子等の額」という。)の合計額から

法第314条の2第2項」と、「山林所得金額

の合計額(」とあるのは「山林所得金額並

びに特例適用利子等の額の合計額(」と、

同条第2項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は特例適用

利子等の額」と、第21条第1項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額並びに

特例適用利子等の額」とする。 

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する

法律第8条第4項に規定する特例適用配当

等、同法第12条第6項に規定する特例適用

配当等又は同法第16条第3項に規定する特

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する

法律第8条第4項に規定する特例適用配当

等、同法第12条第6項に規定する特例適用

配当等又は同法第16条第3項に規定する特
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例適用配当等に係る利子所得、配当所得及

び雑所得を有する場合における第3条、第6

条、第8条、第9条の4及び第21条第1項の規

定の適用については、第3条第1項中「山林

所得金額の合計額から同条第2項」とある

のは「山林所得金額並びに外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第8条第4項(同法第

12条第6項及び第16条第3項において準用

する場合を含む。)に規定する特例適用配

当等の額(以下この条及び第21条第1項に

おいて「特例適用配当等の額」という。)

の合計額から法第314条の2第2項」と、「山

林所得金額の合計額(」とあるのは「山林

所得金額並びに特例適用配当等の額の合

計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は特例適用配当等の額」と、第21条第1項

中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

例適用配当等に係る利子所得、配当所得及

び雑所得を有する場合における第3条、第6

条、第8条          及び第21条第1項の規

定の適用については、第3条第1項中「山林

所得金額の合計額から同条第2項」とある

のは「山林所得金額並びに外国居住者等の

所得に対する相互主義による所得税等の

非課税等に関する法律第8条第4項(同法第

12条第6項及び第16条第3項において準用

する場合を含む。)に規定する特例適用配

当等の額(以下この条及び第21条第1項に

おいて「特例適用配当等の額」という。)

の合計額から法第314条の2第2項」と、「山

林所得金額の合計額(」とあるのは「山林

所得金額並びに特例適用配当等の額の合

計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金

額」とあるのは「若しくは山林所得金額又

は特例適用配当等の額」と、第21条第1項

中「山林所得金額」とあるのは「山林所得

金額並びに特例適用配当等の額」とする。 

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。)第3条の2の2

第10項に規定する条約適用利子等に係る

利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得

及び雑所得を有する場合における第3条、

第6条、第8条、第9条の4及び第21条の規定

の適用については、第3条第1項中「及び山

林所得金額の合計額から同条第2項」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、

法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。)第3条の2の2

第10項に規定する条約適用利子等に係る

利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得

及び雑所得を有する場合における第3条、

第6条、第8条          及び第21条の規定

の適用については、第3条第1項中「及び山

林所得金額の合計額から同条第2項」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租税条約
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等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律(昭和44年法

律第46号。以下「租税条約等実施特例法」

という。)第3条の2の2第10項に規定する条

約適用利子等の額の合計額から法第314条

の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計

額(」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第3条の2の2第10

項に規定する条約適用利子等の額の合計

額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租

税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に

規定する条約適用利子等の額」と、第21

条第1項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第3条の2の2第10項に規定する条

約適用利子等の額」とする。 

等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

方税法の特例等に関する法律(昭和44年法

律第46号。以下「租税条約等実施特例法」

という。)第3条の2の2第10項に規定する条

約適用利子等の額の合計額から法第314条

の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計

額(」とあるのは「及び山林所得金額並び

に租税条約等実施特例法第3条の2の2第10

項に規定する条約適用利子等の額の合計

額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額又は租

税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に

規定する条約適用利子等の額」と、第21

条第1項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第3条の2の2第10項に規定する条

約適用利子等の額」とする。 

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の

課税の特例) 

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2

第12項に規定する条約適用配当等に係る

利子所得、配当所得及び雑所得を有する場

合における第3条、第6条、第8条、第9条の

4及び第21条の規定の適用については、第3

条第1項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第2項」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律(昭和44年法律第46号。以下「租

税条約等実施特例法」という。)第3条の2

の2第12項に規定する条約適用配当等の額

の合計額から法第314条の2第2項」と、「及

び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及

13 世帯主又はその世帯に属する国民健康

保険の被保険者若しくは特定同一世帯所

属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2

第12項に規定する条約適用配当等に係る

利子所得、配当所得及び雑所得を有する場

合における第3条、第6条、第8条         

 及び第21条の規定の適用については、第3

条第1項中「及び山林所得金額の合計額か

ら同条第2項」とあるのは「及び山林所得

金額並びに租税条約等の実施に伴う所得

税法、法人税法及び地方税法の特例等に関

する法律(昭和44年法律第46号。以下「租

税条約等実施特例法」という。)第3条の2

の2第12項に規定する条約適用配当等の額

の合計額から法第314条の2第2項」と、「及

び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及
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び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第3条の2の2第12項に規定する条約適

用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特例

法第3条の2の2第12項に規定する条約適用

配当等の額」と、第21条第1項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第3条の2

の2第12項に規定する条約適用配当等の

額」とする。 

び山林所得金額並びに租税条約等実施特

例法第3条の2の2第12項に規定する条約適

用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中

「又は山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は租税条約等実施特例

法第3条の2の2第12項に規定する条約適用

配当等の額」と、第21条第1項中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第3条の2

の2第12項に規定する条約適用配当等の

額」とする。 

(平成22年度以降の国民健康保険税の減免

の特例) 

(平成22年度以降の国民健康保険税の減免

の特例) 

14 （略） 14 （略） 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。 

(適用区分) 

2 この条例による改正後の那須町国民健康保険税条例の規定は、令和8年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和7年度分までの国民健康保険税については、なお 

従前の例による。 

 





議案第３号 

令和７年度那須町一般会計補正予算（第１０号）の専決処分  

について  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し承認を求める。  

  令和８年６月１日提出  

那須町長 平 山 幸 宏 





７

（第１０号）

那 須 町 一 般 会 計 補 正 予 算 書

令 和 年 度





 

 

   令和７年度那須町一般会計補正予算（第１０号） 

 

 

 令和７年度那須町の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定める

ところによる。  

 

（繰越明許費の補正） 

第１条  繰越明許費の追加は、「第１表  繰越明許費補正」による。 

 

 

  令和８年３月３１日 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定

により専決 

 

 

那須町長  平  山  幸  宏 

- 1 -





２ ５

総務費 選挙費 1,576

７ １

商工費 商工費 24,770

８ １

土木費 637

10 ４

教育費 社会教育費 1,210

第 １ 表　　繰　越　明　許　費　補　正

（追加）

（単位：千円）

金　　額項款 事　　業　　名

那須町長選挙運動公営負担金

東山道伊王野ポーチ・テラス
工事

急傾斜地崩壊対策事業（大和
須地内負担金）

図書館防火扉修繕工事

土木管理費

- 2 -



１

２  款 ５  項

国　　県 一　　般
予 算 額 支 出 金 財　　源 (見込)額

ｱ ｲ ｳ

1,926 1,926 350 0

７  款 １  項

国　　県 一　　般
予 算 額 支 出 金 財　　源 (見込)額

ｱ ｲ ｳ

25,300 25,300 530 0

８  款 １  項

国　　県 一　　般
予 算 額 支 出 金 財　　源 (見込)額

ｱ ｲ ｳ

1,000 0 363 0

10  款 ４  項

国　　県 一　　般
予 算 額 支 出 金 財　　源 (見込)額

ｱ ｲ ｳ

1,210 1,210 0 0

７年度 1,000

地 方 債 そ の 他年　 度
歳　　出

左　　 の　　 財　　 源　　 内　　 訳
支　　出

不 用 額

土木費 土木管理費

事 業 名 急傾斜地崩壊対策事業（大和須地内負担金）

７年度

支　　出
不 用 額

地 方 債 そ の 他

商工費 商工費

事 業 名 東山道伊王野ポーチ・テラス工事

７年度

地 方 債 そ の 他

事 業 名 図書館防火扉修繕工事

年　 度
歳　　出

左　　 の　　 財　　 源　　 内　　 訳
支　　出

不 用 額

７年度

教育費 社会教育費

年　 度
歳　　出

左　　 の　　 財　　 源　　 内　　 訳

不 用 額
そ の 他

事 業 名 那須町長選挙運動公営負担金

年　 度
歳　　出

左　　 の　　 財　　 源　　 内　　 訳
支　　出

　繰 越 明 許 費 に 関 す る 調 書

地 方 債

総務費 選挙費
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（単位：千円）

国　県 一　般
支出金 財　源 繰 越 額 国　県

ｱ-(ｲ+ｳ) 特定財源 支出金 財　 源

0 1,576 1,576

　　

（単位：千円）

国　県 一　般
支出金 財　源 繰 越 額 国　県

ｱ-(ｲ+ｳ) 特定財源 支出金 財　 源

0 24,770 24,770

　　

（単位：千円）

国　県 一　般
支出金 財　源 繰 越 額 国　県

ｱ-(ｲ+ｳ) 特定財源 支出金 財　 源

0 637 600 37

　　

（単位：千円）

国　県 一　般
支出金 財　源 繰 越 額 国　県

ｱ-(ｲ+ｳ) 特定財源 支出金 財　 源

0 1,210 1,210

　　

その他

翌 年 度
左　　 の　　 財　　 源　　 内　　 訳

地方債 その他 既 収 入
未　収　特　定　財　源

一　 般
地方債

左　　の　　財　　源　　内　　訳

繰　越　事　由 栃木県の事業進捗が遅延したため

その他

左　　の　　財　　源　　内　　訳
翌 年 度

左　　 の　　 財　　 源　　 内　　 訳

地方債 その他 既 収 入
未　収　特　定　財　源

一　 般
地方債

繰　越　事　由 関係機関との協議に不測の日数を要したため

未　収　特　定　財　源
既 収 入

翌 年 度

地方債 その他
地方債 その他

資材調達が困難となり、工事工程に遅延が生じたため

左　　の　　財　　源　　内　　訳

一　 般

未　収　特　定　財　源
翌 年 度

左　　 の　　 財　　 源　　 内　　 訳左　　の　　財　　源　　内　　訳

地方債 その他 既 収 入

左　　 の　　 財　　 源　　 内　　 訳

繰　越　事　由

その他

異議申立てにより、支払いの根拠となる選挙の効力確定が令和８年度以降となるため繰　越　事　由

一　 般
地方債
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議案第４号 

 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 

 下記の者を那須町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

 

記 

 

住 所   那須町大字豊原甲 

 

氏 名   磯  由起子 

         

 

 

  令和８年６月１日提出 

 

 

那須町長 平 山 幸 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第５号 

 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 

 下記の者を那須町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

 

記 

 

住 所   那須町大字寺子乙 

 

氏 名   高 久 和 司 

         

 

 

  令和８年６月１日提出 

 

 

那須町長 平 山 幸 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第６号 

 

 

   農業委員会委員の任命について 

 

 

 下記の者を那須町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

 

記 

 

住 所   那須町大字寺子丙 

 

氏 名   渡 辺  毅 

         

 

 

  令和８年６月１日提出 

 

 

那須町長 平 山 幸 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第７号 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

 

 下記の者を那須町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

 

記 

 

住 所   那須町大字高久甲 

 

氏 名   平 山 貴 典 

         

 

 

  令和８年６月１日提出 

 

 

那須町長 平 山 幸 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第８号 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

 

 下記の者を那須町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

 

記 

 

住 所   那須町大字漆塚 

 

氏 名   渡 邉 文 夫 

         

 

 

  令和８年６月１日提出 

 

 

那須町長 平 山 幸 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第９号 

農業委員会委員の任命について 

 下記の者を那須町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

記 

住 所 那須町大字梁瀬 

氏 名 薄 井 久 志 

  令和８年６月１日提出 

那須町長 平 山 幸 宏 



議案第１０号 

農業委員会委員の任命について 

 下記の者を那須町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

記 

住 所 那須町大字漆塚 

氏 名 高 久 淳 平 

  令和８年６月１日提出 

那須町長 平 山 幸 宏 



議案第１１号 

農業委員会委員の任命について 

 下記の者を那須町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

記 

住 所 那須町大字沼野井 

氏 名 和 知 伸 子 

  令和８年６月１日提出 

那須町長 平 山 幸 宏 



議案第１２号 

農業委員会委員の任命について 

 下記の者を那須町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

記 

住 所 那須町大字豊原丙 

氏 名 大 沼 和 彦 

  令和８年６月１日提出 

那須町長 平 山 幸 宏 



議案第１３号 

農業委員会委員の任命について 

 下記の者を那須町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

記 

住 所 那須町大字寺子乙 

氏 名 大 平 康 市 

  令和８年６月１日提出 

那須町長 平 山 幸 宏 



議案第１４号 

農業委員会委員の任命について 

 下記の者を那須町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

記 

住 所 那須町大字芦野 

氏 名 池 田  一 

  令和８年６月１日提出 

那須町長 平 山 幸 宏 



議案第１５号 

 

 

農業委員会委員の任命について 

 

 

 下記の者を那須町農業委員会委員に任命したいので、農業委員会等に

関する法律（昭和２６年法律第８８号）第８条第１項の規定により、議

会の同意を求める。 

 

記 

 

住 所   那須町大字高久乙 

 

氏 名   野 口 大 介 

         

 

 

  令和８年６月１日提出 

 

 

那須町長 平 山 幸 宏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議案第１６号 

那須町行政手続条例の一部を改正する条例について 

 那須町行政手続条例（平成９年条例第２号）の一部を次のように改正

するものとする。 

  令和８年６月１日提出 

那須町長 平 山 幸 宏 



1 

那須町行政手続条例の一部を改正する条例 

那須町行政手続条例(平成9年条例第2号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

那須町行政手続条例 那須町行政手続条例 

平成9年3月18日 平成9年3月18日 

条例第2号 条例第2号 

目次 目次 

第1章 総則(第1条―第4条) 第1章 総則(第1条―第4条) 

第2章 申請に対する処分(第5条―第11

条) 

第2章 申請に対する処分(第5条―第11

条) 

第3章 不利益処分 第3章 不利益処分 

第1節 通則(第12条―第14条) 第1節 通則(第12条―第14条) 

第2節 聴聞(第15条―第26条) 第2節 聴聞(第15条―第26条) 

第3節 弁明の機会の付与(第27条―第2

9条) 

第3節 弁明の機会の付与(第27条―第2

9条) 

第4章 行政指導(第30条―第36条) 第4章 行政指導(第30条―第36条) 

第5章 処分等の求め(第37条) 第5章 処分等の求め(第37条) 

第6章 届出(第38条) 第6章 届出(第38条) 

附則 附則 

第1章 総則 第1章 総則 

(目的等) (目的等) 

第1条 （略） 第1条 （略） 

(定義) (定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

第2条 この条例において、次の各号に掲げ

る用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1)～(5) （略） (1)～(5) （略） 

(6) 町の機関 町の執行機関、那須町水

道事業及び下水道事業の設置等に関す

る条例(昭和43年条例第15号)第4条第2

(6) 町の機関 町の執行機関、那須町水

道事業等の設置等に関する条例(昭和43

年条例第15号)第3条第2項 
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項の規定により置かれている機関又は

これらの機関の職員であって法律若し

くは条例上独立に権限を行使すること

を認められた職員をいう。 

の規定により置かれている機関又はこ

れらの機関の職員であって法律若しく

は条例上独立に権限を行使することを

認められた職員をいう。 

(7)及び(8) （略） (7)及び(8) （略） 

第3条及び第4条 （略） 第3条及び第4条 （略） 

第2章 申請に対する処分 第2章 申請に対する処分 

第5条～第11条 （略） 第5条～第11条 （略） 

第3章 不利益処分 第3章 不利益処分 

第1節 通則 第1節 通則 

第12条～第14条 （略） 第12条～第14条 （略） 

第2節 聴聞 第2節 聴聞 

(聴聞の通知の方法) (聴聞の通知の方法) 

第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間

をおいて、不利益処分の名宛人  となるべ

き者に対し、次に掲げる事項を書面により

通知しなければならない。 

第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間

をおいて、不利益処分の名あて人となるべ

き者に対し、次に掲げる事項を書面により

通知しなければならない。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 行政庁は、不利益処分の名宛人  となる

べき者の所在が判明しない場合において

は、第1項の規定による通知を、公示の方

法   

 によって行うことができる。  

3 行政庁は、不利益処分の名あて人となる

べき者の所在が判明しない場合において

は、第1項の規定による通知を、その者の

氏名、同項第3号及び第4号に掲げる事項並

びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項

を記載した書面をいつでもその者に交付

する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に

掲示することによって行うことができる。

この場合においては、掲示を始めた日から

2週間を経過したときに、当該通知がその

者に到達したものとみなす。 

4 前項の公示の方法による通知は、不利益

処分の名宛人となるべき者の氏名、第1項

第3号及び第4号に掲げる事項並びに当該

（新設） 
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行政庁が同項各号に掲げる事項を記載し

た書面をいつでもその者に交付する旨(以

下この項において「公示事項」という。)

を総務省令で定める方法により不特定多

数の者が閲覧することができる状態に置

くとともに、公示事項が記載された書面を

那須町公告式条例(昭和29年条例第5号)第

2条に規定する掲示場に掲示し、又は公示

事項を当該事務所に設置した電子計算機

の映像面に表示したものの閲覧をするこ

とができる状態に置く措置をとることに

よって行うものとする。この場合において

は、当該措置を開始した日から2週間を経

過したときに、当該通知がその者に到達し

たものとみなす。 

(代理人) (代理人) 

第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条

第4項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当事

者」という。)は、代理人を選任すること

ができる。 

第16条 前条第1項の通知を受けた者(同条

第3項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当事

者」という。)は、代理人を選任すること

ができる。 

2～4 （略） 2～4 （略） 

第17条～第21条 （略） 第17条～第21条 （略） 

(続行期日の指定) (続行期日の指定) 

第22条 （略） 第22条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 第15条第3項及び第4項の規定は、前項本

文の場合において、当事者又は参加人の所

在が判明しないときにおける通知の方法

について準用する。この場合において、同

条第3項及び第4項中「不利益処分の名宛人

  となるべき者」とあるのは「当事者又は

参加人」と、同項中「とき」   

 とあるのは「とき 

 (同一の当事

3 第15条第3項         の規定は、前項本

文の場合において、当事者又は参加人の所

在が判明しないときにおける通知の方法

について準用する。この場合において、同

条第3項         中「不利益処分の名あて

人となるべき者」とあるのは「当事者又は

参加人」と、「掲示を始めた日から2週間

を経過したとき」とあるのは「掲示を始め

た日から2週間を経過したとき(同一の当
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者又は参加人に対する2回目以降の通知に

あっては、当該措置を開始した日の翌日)」

と読み替えるものとする。 

事者又は参加人に対する2回目以降の通知

にあっては、掲示を始めた      日の翌

日)」と読み替えるものとする。 

第23条～第26条 （略） 第23条～第26条 （略） 

第3節 弁明の機会の付与 第3節 弁明の機会の付与 

第27条及び第28条 （略） 第27条及び第28条 （略） 

(聴聞に関する手続の準用) (聴聞に関する手続の準用) 

第29条 第15条第3項及び第4項並びに第16

条の規定は、弁明の機会の付与について準

用する。この場合において、第15条第3項

中「第1項」とあるのは「第28条」と、同

条第4項中「第1項第3号及び第4号」とある

のは「第28条第3号」と、第16条第1項中「前

条第1項」とあるのは「第28条」と、「同

条第4項後段」とあるのは「第29条におい

て準用する第15条第4項後段」と読み替え

るものとする。 

第29条 第15条第3項及び           第16

条の規定は、弁明の機会の付与について準

用する。この場合において、第15条第3項

中「第1項」とあるのは「第28条」と、「同

項第3号  及び第4号」とあるの

は「同条第3号  」と、第16条第1項中「前

条第1項」とあるのは「第28条」と、「同

条第3項後段」とあるのは「第29条におい

て準用する第15条第3項後段」と読み替え

るものとする。 

第4章 行政指導 第4章 行政指導 

第30条～第36条 （略） 第30条～第36条 （略） 

第5章 処分等の求め 第5章 処分等の求め 

第37条 （略） 第37条 （略） 

第6章 届出 第6章 届出 

(届出) (届出) 

第38条 （略） 第38条 （略） 

附 則 附 則 

1～7 （略） 1～7 （略） 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例による改正後の那須町行政手続条例第15条第3項及び第4項(第22条第3項(第

25条において準用する場合を含む。)及び第29条において準用する場合を含む。)の規定
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は、この条例の施行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、

なお従前の例による。 



議案第１７号 

那須町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部

を改正する条例について 

 那須町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例（令和６年条例第

１３号）の一部を次のように改正するものとする。 

  令和８年６月１日提出 

那須町長 平 山 幸 宏 



那須町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 

那須町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(令和6年条例第13号)の一部を次の

ように改正する。 

改正後 改正前 

那須町長等の損害賠償責任の一部免

責に関する条例 

那須町長等の損害賠償責任の一部免

責に関する条例 

令和6年3月18日 令和6年3月18日 

条例第13号 条例第13号 

(趣旨) (趣旨) 

第1条 （略） 第1条 （略） 

(損害賠償責任の一部免責) (損害賠償責任の一部免責) 

第2条 町は、町長等の損害賠償責任を、町

長等が職務を行うにつき善意で、かつ、重

大な過失がないときは、町長等が賠償の責

任を負う額から、町長等に係る基準給与年

額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16

号)第173条の5第1項第1号に規定する普通

地方公共団体の長等の基準給与年額をい

う。)に、次の各号に掲げる町長等の区分

に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た

額を控除して得た額について免れさせる

ものとする。 

第2条 町は、町長等の損害賠償責任を、町

長等が職務を行うにつき善意で、かつ、重

大な過失がないときは、町長等が賠償の責

任を負う額から、町長等に係る基準給与年

額(地方自治法施行令(昭和22年政令第16

号)第173条の4第1項第1号に規定する普通

地方公共団体の長等の基準給与年額をい

う。)に、次の各号に掲げる町長等の区分

に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た

額を控除して得た額について免れさせる

ものとする。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

附 則 附 則 

（略） （略） 

附 則 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲

げる規定の施行の日(令和8年9月24日)から施行する。 



議案第１８号 

那須町障害者地域活動支援センターの設置、管理及び使用 

料に関する条例の一部を改正する条例について 

那須町障害者地域活動支援センターの設置、管理及び使用料に関する

条例（ 平成１９年条例第２号）の一部を次のように改正するものとする。 

令和８年６月１日提出 

那須町長 平 山 幸 宏
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那須町障害者地域活動支援センターの設置、管理及び使用料に関する条例の一部を

改正する条例 

那須町障害者地域活動支援センターの設置、管理及び使用料に関する条例(平成19年条例

第2号)の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

那須町障害者地域活動支援センター

の設置、管理及び使用料に関する条

例 

那須町障害者地域活動支援センター

の設置、管理及び使用料に関する条

例 

平成19年3月16日 平成19年3月16日 

条例第2号 条例第2号 

(設置) (設置) 

第1条 町は、障害者等が自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう必

要な支援を行うため、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成17年法律第123号。以下「法」とい

う。)第5条第28項に規定する那須町障害者

地域活動支援センター(以下「支援センタ

ー」という。)を設置する。 

第1条 町は、障害者等が自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう必

要な支援を行うため、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法

律(平成17年法律第123号)第5条第26項   

   に規定する那須町障害

者地域活動支援センター(以下「支援セン

ター」という。)を設置する。 

第2条～第6条 （略） 第2条～第6条 （略） 

(事業の委託) (事業の委託) 

第7条 町長は、法  

   第77条

及び第78条に掲げる事業の実施について

定めた地域生活支援事業実施要綱(平成18

年障発第0801002号厚生労働省部長通知)

第2の規定に基づき、支援センター事業を

社会福祉法人等に委託することができる。 

第7条 町長は、障害者の日常生活及び社会

生活を総合的に支援するための法律第77

条及び第78条に掲げる事業の実施につい

て定めた地域生活支援事業実施要綱(平成

18年障発第0801002号厚生労働省部長通

知)第2の規定に基づき、支援センター事業

を社会福祉法人等に委託することができ

る。 

2 （略） 2 （略） 

第8条及び第9条 （略） 第8条及び第9条 （略） 
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附 則 附 則 

1及び2 （略） 1及び2 （略） 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 





議案第１９号 

室野井辺地総合整備計画及び大沢辺地総合整備計画の策定

について 

辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関す

る法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第１項の規定により、室野井

辺地総合整備計画及び大沢辺地総合整備計画を、次のとおり策定するも

のとする。 

令和８年６月１日提出 

那須町長 平 山 幸 宏 



総 合 整 備 計 画 書 

栃木県 那須町 室野井辺地 

（辺地人口 881 人 面積 13.0 k㎡） 

１ 辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称 那須町大字高久乙 

（２）地域の中心の位置 那須町大字高久乙 2669番地 1 

（３）辺地度点数  153点 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

当該辺地は、町の北西に位置し、冬季期間の積雪量が多い山間地域である。 

 当該辺地の生活環境の整備を進めるとともに、その他の地域との間における住民の生活

水準に著しい格差が生じないよう、次の公共的施設の整備を必要とする。 

（１）道路 

日常生活に不可欠な生活道路である町道を計画的に整備、修繕することで、町道の長寿

命化や機能強化を図り、住民の生活基盤の安定、向上に資する。 

当該道路は、老朽化による、劣化・損傷が顕在化し、生活道路としての利用に支障をき

たしている。住民の安全な交通を確保するためにも当該道路の舗装修繕が緊急的に必要と

なる。 

３ 公共的施設の整備計画 

令和８年度から令和８年度まで １年間 

（単位：千円） 

事業費 
財源内訳 一般財源のうち辺地

対策事業債の予定額 特定財源 一般財源 

町道 

横沢・六

斗地線 

那須町 25,756 0 56 25,700 

町道 

並木台線 
那須町 55,379 0 79 55,300 

合計 81,135 0 135 81,000 

施設名 
事業主体名 

区分 

1



総 合 整 備 計 画 書 

栃木県 那須町 大沢辺地 

（辺地人口 1,006 人 面積 30.0 k㎡） 

１ 辺地の概況 

（１）辺地を構成する町又は字の名称 那須町大字高久丙、大島、豊原丙 

（２）地域の中心の位置       那須町大字高久丙 2430番地 

（３）辺地度点数          157点 

２ 公共的施設の整備を必要とする事情 

 当該辺地は、町の北部に位置し、冬季期間の積雪量が多い山間地域で、農畜産業を基幹

とする集落で構成された高原地帯ある。 

 当該辺地の生活環境の整備を進めるとともに、その他の地域との間における住民の生活

水準に著しい格差が生じないよう、次の公共的施設の整備を必要とする。 

（１）道路 

基幹産業や日常生活に不可欠な町道を計画的に整備、修繕することで、町道の長寿命化

と機能強化を図り、住民の産業や生活基盤の安定、向上に資する。 

 町道大谷１・大谷３線は、老朽化による、劣化・損傷が顕在化し、産業、生活道路とし

ての利用に支障をきたしている。住民の安全な交通を確保し、基幹産業を支えるためにも

当該道路の舗装修繕が緊急的に必要となる。 

３ 公共的施設の整備計画 

令和８年度から令和８年度まで １年間 

（単位：千円） 

事業費 
財源内訳 一般財源のうち辺地

対策事業債の予定額 特定財源 一般財源 

町道 

大谷１・

大谷３線 

那須町 44,946 0 46 44,900 

合計 44,946 0 46 44,900 

施設名 
事業主体名 

区分 

2



大沢辺地

室野井辺地

3



議案第２０号  

町有財産の処分について  

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭

和３８年条例第２５号）第３条の規定により、次のとおり町有財産を売

払いするため、議会の議決を求める。  

  令和８年６月１日提出  

 那須町長 平 山 幸 宏

１ 売 払 財 産 町有林立木（スギ、ヒノキ）  

２ 所 在 地 那須町大字伊王野字川中子２８６１－１外１  

３ 面 積 １３．２０ｈａ  

４ 売 払 金 額  ４５，５６８，０００円  

（歳入予定額） 

５ 売払の相手方  那須町大字東岩崎２８９番地  

（売払い業務の委託先） 那須町森林組合  

代表理事組合長 三森 康雄  
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